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１．はじめに 

本資料は，原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）の変更認可申請

において，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下「実用炉規

則」という。）第９２条第３項各号及び「廃止措置段階の発電用原子炉施設にお

ける保安規定の審査基準」（以下「廃止措置保安規定審査基準」という。）に定

める基準に適合するものであることを説明するものである。 

 

２．廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理 

実用炉規則第９２条第３項各号及び廃止措置保安規定審査基準で要求される

事項について，廃止措置の保安規定変更条文においてどの条文で対応している

かを整理している。 

今回の保安規定変更認可申請において，実用炉規則第９２条第３項各号及び

廃止措置保安規定審査基準に適合する変更内容であることを説明するため，廃

止措置保安規定審査基準に定める基準に対応する保安規定条文を抽出する。 

なお，変更「有」において，変更概要が「－」としている条文については，

組織名称，条文番号等の変更のみである。 

 また，主な数値の変更理由を別紙－１に示す。 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（１／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

実用炉規則
第９２条第
３項第１号 
関係法令及
び保安規定
の遵守のた
めの体制
（経営責任
者の関与を
含む。）に関
すること。 

（１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制 

１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責
任者の関与を含む。）に関することについては、保安規
定に基づき、要領書、手順書その他保安に関する文書
について、重要度等に応じて定めるとともに、これを
遵守することが定められていること。また、これらの
文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営
責任者の積極的な関与が明記されていること。 

第２条の
２ 

関係法令及び保安
規定の遵守 

無 － 

第３条 
品質マネジメント
システム計画 

有 
廃止措置の品質保
証に変更。 

２）保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に
行うため、コンプライアンスに係る体制が確実に構築
されていることが明確となっていること。 

第２条の
２ 

関係法令及び保安
規定の遵守 

無 － 

実用炉規則
第９２条第
３項第２号 
品質マネジ
メントシス
テムに関す
ること（手
順書等の保
安規定上の
位置付けに
関すること
を含む。）。 

（２）品質マネジメントシステム 

１）品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）
については、法第４３条の３の５第１項又は第４３条
の３の８第１項の許可（以下単に「許可」という。）若
しくは法第４３条の３の３４第２項の認可を受けたと
ころによるものであり、かつ、原子力施設の保安のた
めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する
規則（令和 ２年原子力規制委員会規則第２号）及び原
子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な
体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１２
２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員
会決定））を踏まえて定められていること。  
具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善

に係る組織及び仕組みについて、安全文化の育成及び
維持の体制や手順書等の位置付けを含めて、発電用原
子炉施設の保安活動に関する管理の程度が把握でき
るように定められていること。また、その内容は、原
子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を
合理的かつ組織の規模に応じたものとしているとと
もに、定められた内容が、合理的に実現可能なもので
あること。  
その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体

制及び方法について明確にされていること。この具体
的な方法について保安規定の下位文書も含めた文書
体系の中で定める場合には、当該文書体系について明
確にされていること。 

第３条 
品質マネジメント
システム計画 

有 
廃止措置の品質保
証に変更。 

２）手順書等の保安規定上の位置付けに関することにつ
いては、要領書、手順書その他保安に関する文書につ
いて、これらを遵守するために、重要度等に応じて、
保安規定及びその２次文書、３次文書等といったＱＭ
Ｓに係る文書の階層的な体系における位置付けが明確
にされていること。 

第３条 
品質マネジメント
システム計画 

有 
廃止措置の品質保
証に変更。 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（２／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

実用炉規則
第９２条第
３項第３号 
廃止措置に
係る品質マ
ネジメント
システムに
関すること
（手順書等
の保安規定
上の位置付
けに関する
ことを含
む。）。 

（３）廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

前項に加え、廃止措置の実施に係る組織、文書規定等
を定めること。廃止措置の段階に応じて、保安の方法等
が明確に示されていること。 

第３条 
品質マネジメント
システム計画 

有 
廃止措置の品質保
証に変更。 

実用炉規則
第９２条第
３項第４号 
廃止措置を
行う者の職
務及び組織
に関するこ
と。 

（４）廃止措置を行う者の職務及び組織 

１）本店（本部）及び工場又は事業所における廃止措置
段階の発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき
措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められて
いること。 

第４条 保安に関する組織 有 

組織体制を整備
(廃止措置に係る
組織，廃止措置主
任者の追加。)。 

第５条 保安に関する職務 有 

組織体制を整備
(廃止措置に係る
組織の職務を追
加。)。 

２）廃止措置主任者の選任に関すること  
廃止措置に係る保安の監督に関する責任者（以下「廃

止措置主任者」という。）として、核燃料物質や放射
性廃棄物の取扱い及び管理に関する専門的知識及び
実務経験を有する者を廃止措置の段階に応じて配置
することが、その職務及び責任範囲と併せて定められ
ていること。また、廃止措置主任者が保安の監督を適
切に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがな
されていること。この際、以下の事項を考慮すること。 

第８条 
廃止措置主任者の
選任 

有 
廃止措置主任者の
選任要件等につい
て規定。 

ⅰ．廃止措置主任者の選任及び配置に関すること  
廃止措置主任者は、原子炉設置者（社長、理事長等）

の下で、組織の長以上の職位の者が、表１記載の資格
を有する者から、廃止措置の段階に応じた専門的知識
や実務経験及び職位を考慮して選任すること及び当
該主任者は、その職務の重要性から、組織の長等に対
し、意見具申できる立場に配置すること。 
 
 

表１ 廃止措置主任者の選任要件 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（３／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

（続き） ⅱ．廃止措置主任者の職務に関すること 

第９条 
廃止措置主任者の
職務等 

有 
廃止措置主任者の
職務等について規
定。 

ａ．組織の長に対し意見具申等を行うこと。 

ｂ．発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者に対して、
指導・助言を行うこと。 

ｃ．保安教育の実施計画の作成、改訂に当たり、その内
容について、精査、指導・助言を行うこと。 

ｄ．各種マニュアルの制定、改廃に当たり、その内容に
ついて、精査、指導・助言を行うこと。 

ｅ．保安上重要な計画の作成、改訂に当たり、その内容
について、精査、指導・助言を行うこと。 

ｆ．保安規定に係る記録の確認を行うこと。 

ｇ．法令に基づく報告について、精査、指導・助言を行
うこと。 

ⅲ．廃止措置主任者の意見等の尊重 

第９条 
廃止措置主任者の
職務等 

有 
廃止措置主任者の
職務等について規
定。 

ａ．組織の長は、廃止措置主任者の意見具申等を尊重す
ること。 

ｂ．発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者は、廃止
措置主任者の指導・助言を尊重すること。 

ⅳ．廃止措置主任者を補佐する組織  
廃止措置の対象となる発電用原子炉施設について

は、その規模や当該施設を設置する工場又は事業所の
組織規模等が多様であることを勘案し、個々の原子炉
設置者の判断により、廃止措置主任者の補佐組織を設
けることは妨げない。  
この場合、補佐組織が他の職務を兼務するときに

は、当該組織による補佐業務が影響を受けないよう指
揮命令系統を明確にすること。 

該当なし 
補佐組織を設置し
ないため，保安規
定に記載なし 

－ － 

ⅴ．廃止措置主任者の代行者の選任及び配置  
廃止措置の対象となる発電用原子炉施設について

は、その規模等や当該施設を設置する工場又は事業
所の組織規模等が多様であることを勘案し、個々の
原子炉設置者の判断により、廃止措置主任者の代行
者をあらかじめ選任し、配置しておくことを妨げな
い。この場合、保安の監督に関する代行者の選任及
び配置については、「ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び
配置に関すること」と同様の手続とすること。  
なお、法第４３条の３の３４第２項の廃止措置計画

の認可を受けるとともに、発電用原子炉の機能停止
措置を行った場合は、当該発電用原子炉については、
法第４３条の３の２６第１項の「発電用原子炉の運
転」を行うものではないことから、その旨の保安規
定の変更認可を受けた原子炉設置者については、同
項の規定による当該発電用原子炉に係る発電用原子
炉主任技術者の選任を要しない。 

第８条 
廃止措置主任者の
選任 

有 
廃止措置主任者の
選任要件等につい
て規定。 

実用炉規則
第９２条第
３項第５号 
廃止措置を
行う者に対
する保安教
育に関する
こと。 

（５）廃止措置を行う者に対する保安教育 
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を
供給する事業者に属する者を含む。以下「従業員」と
いう。）について、保安教育実施方針が定められている
こと。 

第７１条 所員への保安教育 有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 

第７２条 
協力企業従業員へ
の保安教育 

有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 

２）従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安
教育実施計画を定め、計画的に保安教育を実施するこ
とが定められていること。 

第７１条 所員への保安教育 有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 

第７２条 
協力企業従業員へ
の保安教育 

有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（４／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

（続き） ３）従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安
教育実施状況を確認することが定められていること。 

第７１条 所員への保安教育 有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 

第７２条 
協力企業従業員へ
の保安教育 

有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 

４）燃料取扱に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱
設備に関する業務の補助を行う従業員については、当
該業務に係る保安教育を実施することが定められてい
ること。 

第７２条 
協力企業従業員へ
の保安教育 

有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 

５）保安教育の内容について、関係法令及び保安規定へ
の抵触を起こさないことを徹底する観点から、具体的
な保安教育の内容、その見直しの頻度等について明確
に定められていること。 

第７１条 所員への保安教育 有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 

第７２条 
協力企業従業員へ
の保安教育 

有 
廃止措置に係る教
育項目を規定。 

実用炉規則
第９２条第
３項第６号 
発電用原子
炉の運転停
止に関する
恒久的な措
置に関する
こと（廃止
措置対象施
設内に核燃
料物質が存
在しない場
合を除
く。）。 

（６）発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 
※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。  
発電用原子炉を恒久的に運転停止するために講ずべき措置が定められていること。具体的には 

１）発電用原子炉の炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

第１６条 
原子炉の運転停止
に関する恒久的な
措置 

有 
当該条文内容につ
いて規定。 

２）原子炉制御室の原子炉モードスイッチを原則として
停止から他の位置に切り替えないこと。 第１６条 

原子炉の運転停止
に関する恒久的な
措置 

有 
当該条文内容につ
いて規定。 

３）核燃料物質の譲渡し先が明確になっていること。 
 
 

等が明確になっていること。 

第１６条 
原子炉の運転停止
に関する恒久的な
措置 

有 
当該条文内容につ
いて規定。 

実用炉規則
第９２条第
３項第７号 
発電用原子
炉施設の運
転の安全審
査に関する
こと。 

（７）発電用原子炉施設の運転の安全審査  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電
用原子炉施設の保安運営に関する重要事項を審議する
委員会の設置、構成及び審議事項について定められて
いること。 

第６条 
廃止措置保安委員
会 

有 
名称を変更し，審
議事項を見直し。 

第７条 
廃止措置保安運営
委員会 

有 
名称を変更し，審
議事項を見直し。 

実用炉規則
第９２条第
３項第８号 
管理区域、
保全区域及
び周辺監視
区域の設定
並びにこれ
らの区域に
係る立入制
限等に関す
ること。 

（８）管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びに立入制限   
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区
別するための措置を定め、管理区域の設定及び解除に
おいて実施すべき事項が定められていること。 

第３９条 
管理区域の設定及
び解除 

有 － 

添付１ 
管理区域図（第３
９条及び第４０条
関連） 

有 － 

２）管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのな
い管理区域及びそれ以外の管理区域について表面汚染
密度及び空気中の放射性物質濃度の基準値が定められ
ていること。 

第４０条 
管理区域内におけ
る区域区分 

有 － 

３）管理区域内において特別措置が必要な区域について
講ずべき措置を定め、特別措置を実施する外部放射線
に係る線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び床、
壁その他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度の
基準が定められていること。 

第４１条 
管理区域内におけ
る特別措置 

有 － 

４）管理区域への出入管理に係る措置事項が定められて
いること。 第４２条 

管理区域への出入
管理 

有 － 

５）管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準
が定められていること。 

第４２条 
管理区域への出入
管理 

有 － 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（５／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

（続き） ６）管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及び
それを遵守させる措置が定められていること。 

第４３条 
管理区域出入者の
遵守事項 

有 － 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬
をする際に講ずべき事項が定められていること。 

第５１条 
管理区域外等への
搬出及び運搬 

有 － 

第５２条 発電所外への運搬 有 － 

８）保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が
定められていること。 

第４４条 保全区域 有 － 

添付２ 
保全区域図（第４
４条関連） 

有 － 

９）周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者
が周辺監視区域に立ち入らないように制限するために
講ずべき措置が定められていること。 

第４５条 周辺監視区域 有 － 

１０）役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線
防護上の必要事項及びこれを遵守させる措置が定めら
れていること。 

第５３条 
協力企業の放射線
防護 

有 － 

実用炉規則
第９２条第
３項第９号 
排気監視設
備及び排水
監視設備に
関するこ
と。 

（９）排気監視設備及び排水監視設備  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質
濃度の測定等の放出管理に係る設備の設置及び機能の
維持の方法並びにその使用方法が定められているこ
と。  
これらの設備の機能の維持の方法については、施設全
体の管理方法の一部として、（１７）における施設管
理に関する事項と併せて定められていてもよい。ま
た、これらの設備のうち放射線測定に係るものの使用
方法については、施設全体の管理方法の一部として、
（１１）における放射線測定器の管理及び放射線の測
定の方法に関する事項と併せて定められていてもよ
い。 

第３４条 
放射性液体廃棄物
の管理 

有 

試料採取箇所の変
更及び放出管理目
標値及び基準値の
変更（廃止措置計
画認可申請書記載
のとおり変更。）。 
別紙－１参照 

第３５条 
放射性気体廃棄物
の管理 

有 

放出管理目標値を
設定しないよう変
更（廃止措置計画
認可申請書記載の
とおり変更。）。 
別紙－１参照 

実用炉規則
第９２条第
３項第１０
号 
線量、線量
当量、放射
性物質の濃
度及び放射
性物質によ
って汚染さ
れた物の表
面の放射性
物質の密度
の監視並び
に汚染の除
去に関する
こと。 

（１０）線量、線量当量、汚染の除去等 
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度
を超えないための措置（個人線量計の管理の方法を含
む。）が定められていること。 

第４６条 
放射線業務従事者
の線量管理等 

有 － 

第５０条 
放射線計測器類の
管理 

有 

エリアモニタの台
数を変更（廃止措
置計画認可申請書
記載のとおり変
更。）。 
別紙－１参照 

２）国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧
告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（as 
low as reasonably achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」
という。）の精神にのっとり、放射線業務従事者が受け
る線量を管理することが定められていること。 

第３７条 
放射線管理に係る
基本方針 

有 － 

３）管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核
燃料物質等を移動する際に講ずべき事項が定められて
いること。 

第５１条 
管理区域外等への
搬出及び運搬 

有 － 

４）実用炉規則第７８条又は研開炉規則第７３条に基づ
く床、壁等の除染を実施すべき表面汚染密度の明確な
基準が定められていること。 

第４７条 床，壁等の除染 有 － 

５）管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当
量率等の測定に関する事項が定められていること。 

第４９条 
外部放射線に係る
線量当量率等の測
定 

有 

使用済燃料貯蔵施
設以外の施設の外
部放射線に係る線
量当量率の測定頻
度を変更。 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（６／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

（続き） ６）核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体
廃棄物を除く。）の工場又は事業所の外への運搬に関す
る行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するもの
を除く。）が定められていること。なお、この事項は、
（１２）及び（１３）における運搬に関する事項と併
せて定められていてもよい。 

第５１条 
管理区域外等への
搬出及び運搬 

有 － 

第５２条 発電所外への運搬 有 － 

７）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することに
ついては、「原子力施設における「放射性廃棄物でない
廃棄物」の取扱いについて（指示）」（平成２０・０４・
２１原院第１号（平成２０年５月２７日原子力安全・
保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参
考として記載していること。なお、この事項は、放射
性廃棄物との仕分け等を明確にするため、（１３）にお
ける放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定めら
れていてもよい。 

第３２条 
放射性廃棄物でな
い廃棄物の管理 

有 

「放射性廃棄物で
ない廃棄物」の管
理に係る条文を追
加（原子力施設に
おける「放射性廃
棄物でない廃棄
物」の取扱いにつ
いて(指示)）（ＮＩ
ＳＡ－１１１ａ－
０８－１）を参
考。）。 

８）法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお
いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及
び評価の方法に基づき、当該認可を受けた申請書等に
おいて記載された内容を満足するよう、同条第１項の
確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射
能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが
定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄
物との仕分け等を明確にするため、（１３）における放
射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められてい
てもよい。 

該当なし 

クリアランス規定
は，採用していな
いため，保安規定
に記載なし 

－ － 

９）汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が
定められていること。 第３９条 

管理区域の設定及
び解除 

有 － 

第４０条 
管理区域内におけ
る区域区分 

有 － 

第４３条 
管理区域出入者の
遵守事項 

有 － 

第４７条 床，壁等の除染 有 － 

第５１条 
管理区域外等への
搬出及び運搬 

有 － 

実用炉規則
第９２条第
３項第１１
号 
放射線測定
器の管理及
び放射線の
測定の方法
に関するこ
と。 

（１１）放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器
を含む。以下同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能
の維持の方法並びにその使用方法（測定及び評価の方
法を含む。）が定められていること。 第３６条 

放出管理用計測器
の管理 

有 

排水モニタ及び排
気筒モニタの数量
を変更（廃止措置
計画認可申請書記
載のとおり変
更。）。 
別紙－１参照 

第５０条 
放射線計測器類の
管理 

有 

エリアモニタの台
数を変更（廃止措
置計画認可申請書
記載のとおり変
更。）。 
別紙－１参照 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（７／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

（続き） ２）放射線測定器の機能の維持の方法については、施設
全体の管理方法の一部として、（１７）における施設管
理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

該当なし 

１）に対応する保
安規定条文で規定
しているため該当
しない 

－ － 

実用炉規則
第９２条第
３項第１２
号 
核燃料物質
の受払い、
運搬、貯蔵
その他の取
扱い（工場
又は事業所
の外におい
て行う場合
を含む。）に
関すること
（廃止措置
対象施設内
に核燃料物
質が存在し
ない場合を
除く。）。 

（１２）核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い  
※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）核燃料物質の工場又は事業所内における運搬及び工
場又は事業所の外における運搬に関すること。  

ここでは、工場又は事業所における新燃料の運搬及
び貯蔵並びに使用済燃料の運搬及び貯蔵に際して、臨
界に達しないようにする措置その他の保安のために
講ずべき措置を講ずること及び貯蔵施設における貯
蔵の条件等が定められていること。  

また、新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外
への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運搬
中に関するものを除く。）が定められていること。な
お、この事項は、（１０）及び（１３）における運搬
に関する事項と併せて定められていてもよい。 

第２５条 新燃料の運搬 有 

新燃料を解体・除
染・再組立する場
合に遵守する事項
を規定。 

第２６条 新燃料の貯蔵 有 － 

第２７条 使用済燃料の貯蔵 有 － 

第２８条 使用済燃料の運搬 有 － 

実用炉規則
第９２条第
３項第１３
号 
放射性廃棄
物の廃棄
（工場又は
事業所の外
において行
う場合を含
む。）に関す
ること。 

（１３）放射性廃棄物の廃棄  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物の放出箇所及び放出管理目標値を
満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物
の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められている
こと。 

第３５条 
放射性気体廃棄物
の管理 

有 

放出管理目標値を
設定しないよう変
更（廃止措置計画
認可申請書記載の
とおり変更。）。 
別紙－１参照 

２）放射性液体廃棄物の放出箇所、放出管理目標値及び
基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体
廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められ
ていること。 第３４条 

放射性液体廃棄物
の管理 

有 

試料採取箇所の変
更及び放出管理目
標値及び基準値の
変更（廃止措置計
画認可申請書記載
のとおり変更。）。 
別紙－１参照 

３）平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、
実施、評価等）について定められていること。 

第４８条 
平常時の環境放射
線モニタリング 

有 － 

４）ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理
することが定められていること。 

第２９条 
放射性廃棄物管理
に係る基本方針 

有 － 

５）放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管
理措置並びに運搬に関し、放射線安全確保のための措
置が定められていること。 

第３１条 
放射性固体廃棄物
の管理 

有 － 

６）放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄
物の工場又は事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸
入を含む。）に関する行為の実施体制が定められている
こと。 

第３１条 
放射性固体廃棄物
の管理 

有 － 

７）放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に
関する行為（工場又は事業所の外での運搬中に関する
ものを除く。）に係る体制が構築されていることが明記
されていること。なお、この事項は、（１０）及び（１
２）における運搬に関する事項と併せて定められてい
てもよい。  

第３１条 
放射性固体廃棄物
の管理 

有 － 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（８／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

実用炉規則
第９２条第
３項第１４
号 
非常の場合
に講ずべき
処置に関す
ること。 

（１４）非常の場合に講ずべき処置  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項
が定められていること。 

第５９条 原子力防災組織 有 － 

第６０条 
原子力防災組織の
要員 

有 － 

第６２条 
原子力防災資機材
等 

有 
廃止措置に伴う変
更。 

２）緊急時における運転に関する組織内規程類を作成す
ることが定められていること。 第１４条 マニュアルの作成 有 

廃止措置管理に係
るマニュアルへ変
更。 

３）緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係
機関に通報することが定められていること。  

第６３条 通報経路 有 － 

第６５条 通報 有 － 

４）緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災
害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第７
条第１項の原子力事業者防災業務計画によることが定
められていること。  

第５９条 原子力防災組織 有 － 

５）緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、
応急処置及び緊急時における活動を実施することが定
められていること。 

第６６条 緊急時態勢の発令 有 － 

第６７条 応急措置 有 － 

第６８条 
緊急時における活
動 

有 － 

６）次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急
作業に従事させるための要員として選定することが定
められていること。 

第６１条 
緊急作業従事者の
選定 

有 － 

ⅰ.緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線
防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事
する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し
出た者であること。  

ⅱ.緊急作業についての訓練を受けた者であること。  

ⅲ.実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊
急作業に従事する従業員は、原子力災害対策特別措置
法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９
条第１項に規定する原子力防災管理者又は同条第３項
に規定する副原子力防災管理者であること。  

７）放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線
量管理（放射線防護マスクの着用等による内部被ばく
の管理を含む。）、緊急作業を行った放射線業務従事者
に対し、健康診断を受診させる等の非常の場合に講ず
べき処置に関し、適切な内容が定められていること。  

第６９条 
緊急作業従事者の
線量管理等 

有 － 

８）事象が収束した場合には、緊急時体制を解除するこ
とが定められていること。  第７０条 緊急時態勢の解除 有 － 

９）防災訓練の実施頻度について定められていること。 

第６４条 緊急時演習 有 － 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（９／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

実用炉規則
第９２条第
３項第１５
号 
設計想定事
象、重大事
故等又は大
規模損壊に
係る発電用
原子炉施設
の保全に関
する措置に
関するこ
と。 

（１５）設計想定事象等に対する発電用原子炉施設の保全に関する措置  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針又は法第４３条の３の３４第２項の認可を受けた廃止措
置計画に則した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講ずることが定められていること。 

ⅰ.発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活
動に関する計画を策定し、要員を配置するとともに、
計画に従って必要な活動を行わせること。特に、当該
計画には、次に掲げる事項（研究開発段階発電用原子
炉にあっては、ロに掲げる事象を除く。）を含めること。 

第１７条 
地震・火災等発生
時の対応 

有 
可燃性の持込物の
管理について明
記。 

第１７条
の２ 

電源機能喪失時等
の体制の整備 

有 
電源機能喪失時等
の事象と体制の整
備を規定。 

イ火災 
可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防
止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活
動に関すること。 

第１７条 
地震・火災等発生
時の対応 

有 
可燃性の持込物の
管理について明
記。 

ロ火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。
以下「火山影響等」という。）  
火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の
機能を維持するための対策に関すること。  

第１７条
の２ 

電源機能喪失時等
の体制の整備 

有 
電源機能喪失時等
の事象と体制の整
備を規定。 

ハ重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過
渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下
「重大事故等」という。）  
重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵
する燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関す
ること。 

ニ大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な
損壊（以下「大規模損壊」という。）  

①大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場
合における消火活動に関すること。  

②大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を
確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和す
るための対策に関すること。 

③大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減す
るための対策に関すること。  

ⅱ.必要な機能を維持するための活動を行う要員に対す
る教育及び訓練に関すること。特に重大事故等又は大
規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な
機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及
び訓練については、それぞれ毎年１回以上定期に実施
すること。  

ⅲ.必要な機能を維持するための活動を行うために必要
な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、
消火ホース、照明器具、無線機器、フィルターその他
の資機材を備え付けること。  

ⅳ.その他必要な機能を維持するための活動を行うため
に必要な体制を整備すること。 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（１０／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

実用炉規則
第９２条第
３項第１６
号 
発電用原子
炉施設に係
る保安（保
安規定の遵
守状況を含
む。）に関す
る適正な記
録及び報告
（第１３４
条各号に掲
げる事故故
障等の事象
及びこれら
に準ずるも
のが発生し
た場合の経
営責任者へ
の報告を含
む。）に関す
ること 
及び１７号 
廃止措置に
係る保安
（保安規定
の遵守状況
を含む。）に
関する適正
な記録及び
報告（第１
３４条各号
に掲げる事
故故障等の
事象及びこ
れらに準ず
るものが発
生した場合
の経営責任
者への報告
を含む。）に
関するこ
と。 

（１６）発電用原子炉施設及び廃止措置に係る保安に関する適正な記録及び報告  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を
適正に作成し、管理することが、明確に記載されてい
ること。その際、保安規定及びその下位文書において、
必要な記録を適正に作成し、管理するための措置が定
められていること。  

第３条 
品質マネジメント
システム計画 

有 
廃止措置の品質保
証に変更。 

第７３条 記録 有 
廃止措置に係る記
録へ変更。 

２）実用炉規則第６７条又は研開炉規則第６２条に定め
る記録について、その記録の管理に関すること（計量
管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）が
定められていること。  

第７３条 記録 有 
廃止措置に係る記
録へ変更。 

３）発電所長及び廃止措置主任者に報告すべき事項が定
められていること。 第９条 

廃止措置主任者の
職務等 

有 
廃止措置主任者の
職務等について規
定。 

第７４条 報告 有 
廃止措置に係る報
告へ変更。 

４）特に、実用炉規則第１３４条各号又は研開炉規則第
１２９条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに
準ずるものが発生した場合においては、例えば、経営
責任者に確実に報告がなされる体制が構築されている
ことなど、安全確保に関する経営責任者の強い関与が
明記されていること。  

第７４条 報告 有 
廃止措置に係る報
告へ変更。 

５）当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、
具体的に明記されていること。  

第７４条 報告 有 
廃止措置に係る報
告へ変更。 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（１１／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

実用炉規則
第９２条第
３項第１８
号 
発電用原子
炉施設の施
設管理に関
すること
（使用前事
業者検査及
び定期事業
者検査の実
施に関する
ことを含
む。）。 

（１７）発電用原子炉施設の施設管理  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画
の策定並びにこれらの評価及び改善について、「原子力
事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、
保安のための措置等に係る運用ガイド」（原規規発第１
９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原子力規
制委員会決定））を参考として定められていること（廃
止措置計画の認可後に安全機能を維持する必要のある
施設の施設管理を含む。）。 

第５４条 施設管理計画 有 
廃止措置に係る施
設管理計画へ変
更。 

第５５条 設計管理 有 － 

第５６条 作業管理 有 － 

２）使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関す
ることが定められていること。  

第５７条 
使用前事業者検査
の実施 

有 － 

第５８条 
定期事業者検査の
実施 

有 － 

実用炉規則
第９２条第
３項第１９
号 
保守点検を
行った事業
者から得ら
れた保安に
関する技術
情報につい
ての他の発
電用原子炉
設置者との
共有に関す
ること。 

（１８）保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から
得られた保安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会、
ＰＷＲ事業者連絡会等の事業者の情報共有の場を活用
し、他の原子炉設置者と共有し、自らの発電用原子炉施
設の保安を向上させるための措置が記載されているこ
と。  

第５４条 施設管理計画 有 
廃止措置に係る施
設管理計画へ変
更。 

実用炉規則
第９２条第
３項第２０
号 
不適合が発
生した場合
における当
該不適合に
関する情報
の公開に関
すること。 

（１９）不適合に関する情報の公開  
本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不
適合が発生した場合の公開基準が明確に定められてい
ること。  

第３条 
品質マネジメント
システム計画 

有 
廃止措置の品質保
証に変更。 

２）情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリ
ーへの登録等に必要な事項が定められていること。  

第３条 
品質マネジメント
システム計画 

有 
廃止措置の品質保
証に変更。 

実用炉規則
第９２条第
３項第２１
号 
廃止措置の
管理に関す
ること。 

（２０）廃止措置の管理  

廃止措置作業の計画、廃棄物の管理、廃止措置の実施
の管理について、必要な事項が記録されていること。  第１０条 構成及び定義 有 

第４章廃止措置管
理における構成及
び定義を規定。 

第１１条 
原子炉施設の運転
員の確保 

有 － 

第１２条 運転管理業務 有 － 

第１４条 マニュアルの作成 有 
廃止措置管理に係
るマニュアルへ変
更。 

第１５条 引継 有 － 

第１７条 
地震・火災等発生
時の対応 

有 
可燃性の持込物の
管理について明
記。 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（１２／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

（続き） （続き） 
第１８条 安全貯蔵措置 有 

当該条文内容につ
いて規定。 

第１９条 
工事の計画及び実
施 

有 
当該条文内容につ
いて規定。 

第２０条 工事完了の報告 有 
当該条文内容につ
いて規定。 

第２１条 
使用済燃料プール
の水位及び水温 

有 
運転上の制限を施
設運用上の基準へ
変更。 

第２２条 
施設運用上の基準
の確認 

有 

運転上の制限を施
設運用上の基準へ
変更したことによ
る変更。 

第２３条 
施設運用上の基準
を満足しない場合 

有 

運転上の制限を施
設運用上の基準へ
変更したことによ
る変更。 

第２４条 
施設運用上の基準
に関する記録 

有 

運転上の制限を施
設運用上の基準へ
変更したことによ
る変更。 

第３１条 
放射性固体廃棄物
の管理 

有 － 

第３２条 
放射性廃棄物でな
い廃棄物の管理 

有 

「放射性廃棄物で
ない廃棄物」の管
理に係る条文を追
加（原子力施設に
おける「放射性廃
棄物でない廃棄
物」の取扱いにつ
いて(指示)）（ＮＩ
ＳＡ－１１１ａ－
０８－１）を参
考。）。 

第３３条 

事故由来放射性物
質の降下物の影響
を受けた設備・機
器等の管理 

有 

「放射性廃棄物で
ない廃棄物」の条
文追加に伴う変
更。 

第３４条 
放射性液体廃棄物
の管理 

有 

試料採取箇所の変
更及び放出管理目
標値及び基準値の
変更（廃止措置計
画認可申請書記載
のとおり変更。）。 
別紙－１参照 

第３５条 
放射性気体廃棄物
の管理 

有 

放出管理目標値を
設定しないよう変
更（廃止措置計画
認可申請書記載の
とおり変更。）。 
別紙－１参照 

第７３条 記録 有 
廃止措置に係る記
録へ変更。 
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廃止措置保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理（１３／１３） 
 

法令 
廃止措置保安規定審査基準 
（令和２年４月１日施行） 

保安規定条文 
変更
有無 

変更概要 

実用炉規則
第９２条第
３項第２２
号 
その他発電
用原子炉施
設又は廃止
措置に係る
保安に関し
必要な事項 

（２１）その他必要な事項  
前各項に加えて、以下の内容を定めていること。 

１）日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応
じ、発電用原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を
定めていること。 

第１条 目的 有 

廃止措置段階のう
ち，解体工事準備
期間であることを
規定。 

２）保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料
物質によって汚染された物又は発電用原子炉による
災害の防止を図るものとして定められていること。 

第１条 目的 有 

廃止措置段階のう
ち，解体工事準備
期間であることを
規定。 
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1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」とい

う。）第３章「保安管理体制」のうち，第４条「保安に関する組織」及び第５条

「保安に関する職務」の規定内容について説明する。 

 

2. 基本的な考え方 

福島第二原子力発電所においては１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉すべて

において廃止措置計画認可申請（令和２年５月２９日付原管発官Ｒ２第４３号，

原管発官Ｒ２第４４号，原管発官Ｒ２第４５号及び原管発官Ｒ２第４６号）を

実施しており，今回申請する保安規定は当該認可申請を受けた後に施行するた

め，保安規定第４条「保安に関する組織」及び第５条「保安に関する職務」に

て規定する保安管理体制を変更する。 

廃止措置に伴う変更として，組織の最適化を図るため，廃止措置に関わる新

たな業務を行うグループを新設するとともに，従来の業務を行うグループを統

廃合することで，保安管理体制を整備する。 
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3. 保安に関する組織及び職務 

3.1. 運転中における保安に関する組織及び職務 

現行保安規定において，保安規定第４条「保安に関する組織」及び保安規定

第５条「保安に関する職務」については以下のとおり規定している。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（保安に関する組織） 

第４条 

発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 
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（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（保安に関する職務） 

第５条 

 保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネ

ジメントシステムの構築，実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄

するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるため

の活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統轄す

る。また，保安に関する組織（原子炉主任技術者を含む。）から適宜報

告を求め，｢トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，原子力安全を最優

先し必要な指示を行う。 

（２）内部監査室長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統

括管理する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるた

めの活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括

する（内部監査室に限る。）。 

（３）福島第二原子力監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，原子力安全・統括部，原

子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料サイクル部，原子力人財

育成センター，原子力資材調達センターの長及び所長を指導監督し，原

子力業務を統括する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着

させるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活

動を統括する（内部監査室を除く。）。 

（５）原子力安全・統括部は，管理責任者を補佐し，原子力・立地本部にお

ける安全・品質の管理及び要員の計画，管理に関する業務を行う。 

（６）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び施設管理に関する業務

（原子力設備管理部所管業務を除く。）を行う。 

（７）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業

務を行う。 

（８）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（９）原子力人財育成センターは，保安教育及びその他必要な教育の総括に

関する業務を行う。 

（１０）原子力資材調達センターは，調達先の評価・選定に関する業務を行

う。 

（１１）廃棄物対策グループは，輸入廃棄物の確認に関する業務を行う。 

（１２）輸送技術グループは，輸入廃棄物の管理に関する業務を行う。 
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（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（続き） 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）所長は，原子力・立地本部長を補佐し，発電所における保安に関する

業務を統括し，その際には主任技術者の意見を尊重する。 

（２）所長付は，変更管理の体系及びリスク管理の総括に関する業務を行

う。 

（３）労務人事グループは，要員の計画に関する業務を行う。 

（４）資材グループは，調達に関する業務を行う。 

（５）業務システムグループは，原子力業務システムの運用管理に関する業

務を行う。 

（６）安全総括グループは，事業者検査の総括に関する業務を行う。 

（７）品質保証グループは，品質保証体系の総括に関する業務を行う。 

（８）原子炉安全グループは，原子力安全の総括及び原子力技術の総括に関

する業務を行う。 

（９）防災安全グループは，緊急時の措置の総括及び初期消火活動のための

体制の整備に関する業務を行う。 

（１０）防護管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の管理に関する業

務を行う。 

（１１）放射線安全グループは，放射線管理（放射線・化学管理グループ所

管業務を除く。）及び環境放射能測定に関する業務を行う。 

（１２）放射線・化学管理グループは，化学管理及び作業・工事に係る放射

線管理に関する業務を行う。 

（１３）環境グループは，放射性固体廃棄物の管理に関する業務を行う。 

（１４）発電グループは，原子炉施設の運用管理に関する業務を行う。 

（１５）当直は，原子炉施設の運転に関する業務（作業管理グループ所管業

務を除く。）及び燃料取扱いに関する業務を行う。 

（１６）作業管理グループは，原子炉施設の運転に関する業務のうち保全作

業の管理に関する業務を行う。 

（１７）運転評価グループは，原子炉施設の運転に係る業務の支援・評価に

関する業務（発電グループ所管業務を除く。）を行う。 

（１８）燃料グループは，燃料の管理に関する業務（当直所管業務を除く。）

を行う。 
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（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（続き） 

（１９）保全総括グループは，原子炉施設の施設管理の総括及び電子通信設

備の運用に関する業務を行う。 

（２０）機械第一グループは，原子炉施設のうち原子炉設備に係る施設管理

に関する業務を行う。  

（２１）機械第二グループは，原子炉施設のうちタービン設備に係る施設管

理に関する業務を行う。 

（２２）電気機器第一グループは，原子炉施設のうち電気設備に係る施設管

理に関する業務（電気機器第二グループ所管業務を除く。）を行う。 

（２３）電気機器第二グループは，原子炉施設のうち電源設備に係る施設管

理に関する業務を行う。 

（２４）計測制御グループは，原子炉施設のうち計測制御設備に係る施設管

理に関する業務を行う。 

（２５）環境施設グループは，廃棄物処理設備及びサイトバンカの施設管理

に関する業務を行う。 

（２６）システムエンジニアリンググループは，保全革新業務の推進及び各

設備点検結果の評価並びに系統信頼性に関する技術検討に関する業務

を行う。 

（２７）原子炉プロジェクトグループは，原子炉内部構造物に係る施設管理

及び原子炉施設の高経年化に関する技術評価の総括に関する業務を行

う。 

（２８）改良工事プロジェクトグループは，原子炉施設のうち大型の改良工

事に関する業務を行う。 

（２９）土木グループは，原子炉施設のうち土木設備に係る施設管理に関す

る業務を行う。 

（３０）建築グループは，原子炉施設のうち建築設備に係る施設管理に関す

る業務を行う。 

（３１）発電所各グループは，第３条 8.2.4で要求される検査の独立性を確

保するため，本項の業務以外に，他組織の職務に係る検査に関する業務

を行うことができる。 
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（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（続き） 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）本社各部長（原子力人財育成センター所長及び原子力資材調達センタ

ー所長を含む。）は，原子力・立地本部長を補佐し，第４条の定めのと

おり，当該部が所管するグループの業務を統括管理する。 

（２）原子力安全センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，

安全総括部及び防災・放射線安全部の業務を統括管理する。 

（３）ユニット所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，運転管理部

及び保全部の業務を統括管理する。 

（４）発電所各部長は，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループ

の業務を統括管理する。 

（５）発電所各グループマネージャー（以下「各ＧＭ」といい，当直長及び

グループマネージャー相当の職位を含む。）は，グループ員（当直員及

び所長付要員を含む。）を指示・指導し，所管する業務を遂行するとと

もに，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育並びに記録及び報告を

行う。 

（６）グループ員（当直員及び所長付要員を含む。）は，ＧＭの指示・指導

に従い，業務を遂行する。 
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3.2. 廃止措置段階における保安に関する組織及び職務 

保安規定第４条「保安に関する組織」及び保安規定第５条「保安に関する職

務」については以下のとおりとしている。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（保安に関する組織） 

第４条 

発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 
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（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（保安に関する職務） 

第５条 

保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネ

ジメントシステムの構築，実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄

するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるため

の活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統轄す

る。また，保安に関する組織（廃止措置主任者を含む。）から適宜報告

を求め，｢トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，原子力安全を最優先

し必要な指示を行う。 

（２）内部監査室長は，管理責任者として，品質保証活動に関わる監査を統

括管理する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるた

めの活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括

する（内部監査室に限る。）。 

（３）福島第二原子力監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，原子力安全・統括部，原

子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料サイクル部，廃止措置室，

原子力人財育成センター，原子力資材調達センターの長及び所長を指

導監督し，原子力業務を統括する。また，関係法令及び保安規定の遵守

の意識を定着させるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持

するための活動を統括する（内部監査室を除く。）。 

（５）原子力安全・統括部は，管理責任者を補佐し，原子力・立地本部にお

ける安全・品質の管理及び要員の計画，管理に関する業務を行う。 

（６）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び施設管理に関する業務

（原子力設備管理部所管業務を除く。）を行う。 

（７）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管理に関する業

務を行う。 

（８）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を行う。 

（９）廃止措置室は，廃止措置の総括に関する業務を行う。 

（１０）原子力人財育成センターは，保安教育及びその他必要な教育の総括

に関する業務を行う。 

（１１）原子力資材調達センターは，調達先の評価・選定に関する業務を行

う。 

（１２）廃棄物対策グループは，輸入廃棄物の確認に関する業務を行う。 

（１３）輸送技術グループは，輸入廃棄物の管理に関する業務を行う。 
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（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（続き） 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）所長は，原子力・立地本部長を補佐し，発電所における保安に関する

業務を統括し，その際には廃止措置主任者の意見を尊重する。 

（２）所長付は，変更管理の体系及びリスク管理の総括に関する業務を行

う。 

（３）労務人事グループは，要員の計画に関する業務を行う。 

（４）資材グループは，調達に関する業務を行う。 

（５）業務システムグループは，原子力業務システムの運用管理に関する業

務を行う。 

（６）安全総括グループは，事業者検査，原子力安全及び原子力技術の総括

に関する業務を行う。 

（７）品質保証グループは，品質保証体系の総括に関する業務を行う。 

（８）燃料・輸送グループは，燃料の管理に関する業務を行う。 

（９）廃止措置計画グループは，廃止措置の計画及び実施の総括に関する業

務を行う。 

（１０）防災安全グループは，緊急時の措置の総括及び初期消火活動のため

の体制の整備に関する業務を行う。 

（１１）防護管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の管理に関する業

務を行う。 

（１２）放射線管理グループは，放射線管理及び環境放射能測定に関する業

務を行う。 

（１３）廃棄物管理グループは，化学管理，放射性廃棄物管理，放射性廃棄

物でない廃棄物の管理及び事故由来放射性物質の降下物の影響を受け

た設備・機器等の管理に関する業務を行う。 

（１４）廃止措置除染プロジェクトグループは，汚染状況の調査及び除染の

計画策定，管理に関する業務を行う。 
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（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定※） 

（続き） 

（１５）総括グループは，原子炉施設の施設運用の総括に関する業務を行

う。 

（１６）当直は，原子炉施設の運転に関する業務及び燃料取扱いに関する業

務を行う。 

（１７）施設運用第一グループは，原子炉施設の運用管理及び作業管理に関

する業務を行う。 

（１８）施設運用第二グループは，原子炉施設の運用管理及び作業管理に関

する業務（施設運用第一グループ所管業務を除く。），並びに原子炉施

設の運転に係る業務の支援に関する業務を行う。 

（１９）保全計画グループは，原子炉施設の施設管理の総括及び電子通信設

備の運用に関する業務を行う。 

（２０）直営グループは，原子炉施設の施設管理（直営）に関する業務を行

う。 

（２１）機械グループは，原子炉施設のうち機械設備（廃棄物処理設備及び

サイトバンカ含む。）に係る施設管理に関する業務を行う。 

（２２）電気機器グループは，原子炉施設のうち電気設備（廃棄物処理設備

及びサイトバンカ含む。）に係る施設管理に関する業務を行う。 

（２３）計測制御グループは，原子炉施設のうち計測制御設備（廃棄物処理

設備及びサイトバンカ含む。）に係る施設管理に関する業務を行う。 

（２４）システムエンジニアリンググループは，保全革新業務の推進及び各

設備点検結果の評価並びに系統信頼性に関する技術検討に関する業務

を行う。 

（２５）廃炉工事計画グループは，廃炉工事計画及び安全対策工事・廃棄物

処理設備等の工事計画に関する業務を行う。 

（２６）土木グループは，原子炉施設のうち土木設備に係る施設管理に関す

る業務を行う。 

（２７）建築グループは，原子炉施設のうち建築設備に係る施設管理に関す

る業務を行う。 

（２８）発電所各グループは，第３条 8.2.4で要求される検査の独立性を確

保するため，本項の業務以外に，他組織の職務に係る検査に関する業務

を行うことができる。 

※：（１５）総括グループ，（１７）施設運用第一グループ及び（１８）施設運用

第二グループの職務の記載については，別紙１のとおり。 
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（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（続き） 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）本社各部長（原子力人財育成センター所長，原子力資材調達センター

所長及び廃止措置室長を含む。）は，原子力・立地本部長を補佐し，第

４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統括管理す

る。 

（２）廃止措置安全センター所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，

安全総括部及び防災・放射線安全部の業務を統括管理する。 

（３）ユニット所長は，所長を補佐し，第４条の定めのとおり，施設運用部

及び保全・工事部の業務を統括管理する。 

（４）発電所各部長は，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループ

の業務を統括管理する。 

（５）発電所各グループマネージャー（以下「各ＧＭ」といい，当直長及び

グループマネージャー相当の職位を含む。）は，グループ員（当直員及

び所長付要員を含む。）を指示・指導し，所管する業務を遂行するとと

もに，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育並びに記録及び報告を

行う。 

（６）グループ員（当直員及び所長付要員を含む。）は，ＧＭの指示・指導

に従い，業務を遂行する。 

  

 

(1) 本社組織の変更について 

本社組織においては，廃止措置に関わる新たな業務として主に廃止措置

に係る全体総括，廃止措置に係る対外対応を実施する箇所として，原子力・

立地本部内に廃止措置室を新設する。廃止措置室の職務は，廃止措置の総

括に関する業務を行うことである。 

廃止措置に伴う本社組織及びその職務の移行について，第１表に示す。 
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(2) 発電所組織の変更について 

発電所組織については，１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉すべてが廃

止措置段階へと移行することから，現行保安規定における原子力安全セン

ター，運転管理部及び保全部をそれぞれ廃止措置安全センター，施設運用

部及び保全・工事部とし，廃止措置段階における組織であることを明確に

する。 

各部内における変更は以下のとおり。また，廃止措置に伴う発電所組織

及びその職務の移行について，第２表に示す。 

a. 安全総括部 

発電所組織のうち，安全総括部内の変更については以下のとおり。 

主に事業者検査の総括（検査実施部門への支援等），原子力安全に関

わる技術取りまとめ窓口を実施する箇所として，安全総括グループを

配置する。安全総括グループの職務は，事業者検査，原子力安全及び原

子力技術の総括に関する業務を行うことであり，現行保安規定におけ

る２グループの職務（安全総括グループの職務の全部及び原子炉安全

グループの職務の全部）を引き継ぐ。 

現行保安規定において運転管理部内に設置している燃料グループに

ついて，安全総括部内に燃料・輸送グループとして配置する。燃料・輸

送グループの職務は，燃料の管理に関する業務を行うことであり，現行

保安規定における燃料グループの職務の全部を引き継ぐ。 

廃止措置に関わる新たな業務のうち，主に発電所における廃止措置

の計画及び実施の総括，対外対応（立地地域への説明）支援を実施する

箇所として，廃止措置計画グループを新設する。廃止措置計画グループ

の職務は，廃止措置の計画及び実施の総括に関する業務を行うことで

ある。 
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b. 防災・放射線安全部 

発電所組織のうち，防災・放射線安全部内の変更については以下のと

おり。 

放射線管理を一元的に実施する箇所として，放射線管理グループを

配置する。放射線管理グループの職務は，放射線管理及び環境放射能測

定に関する業務を行うことであり，現行保安規定における２グループ

の職務（放射線安全グループの職務の全部及び放射線・化学管理グルー

プの職務の一部）を引き継ぐ。 

放射性液体・気体・固体廃棄物を含む廃棄物管理を一元的に実施する

箇所として，廃棄物管理グループを配置する。廃棄物管理グループの職

務は，化学管理，放射性廃棄物管理，放射性廃棄物でない廃棄物の管理

及び事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・機器等の管理

に関する業務を行うことであり，現行保安規定における２グループの

職務（放射線・化学管理グループの職務の一部及び環境グループの職務

の全部）を引き継ぐほか，新たに追加する放射性廃棄物でない廃棄物の

管理に関する業務を行う。 

廃止措置に関わる新たな業務のうち，主に汚染状況の調査に係る現

場対応，汚染の除去に係る計画策定・管理（作業主管箇所への支援等）

を実施する箇所として，廃止措置除染プロジェクトグループを新設す

る。廃止措置除染プロジェクトグループの職務は，汚染状況の調査及び

除染の計画策定，管理に関する業務を行うことである。 
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c. 施設運用部 

発電所組織のうち，施設運用部内の変更については以下のとおり。 

主に施設運用部の予決算管理，委託管理を実施する箇所として，総括

グループを配置する。総括グループの職務は，原子炉施設の施設運用の

総括に関する業務を行うことであり，現行保安規定における発電グル

ープの職務の一部を引き継ぐ。 

主に１～４号炉に係る運転管理に関するマニュアル作成及び作業許

可票の審査等を実施する箇所として，施設運用第一グループを配置す

る。施設運用第一グループの職務は，原子炉施設の運用管理及び作業管

理に関する業務を行うことであり，現行保安規定における２グループ

の職務（発電グループの職務の一部及び作業管理グループの職務の全

部）を引き継ぐ。 

現行保安規定において運転管理部内に配置している運転評価グルー

プの職務は，原子炉施設の運転に係る業務の支援・評価に関する業務

（発電グループ所管業務を除く。）を行うことであり，主にプラントデ

ータの収集及び分析，トラブル対応を実施している。廃止措置段階にお

いては，このうちトラブル対応に加え，主に廃棄物処理施設等に係る運

転管理に関するマニュアル作成及び作業許可票の審査等を実施する箇

所として，施設運用第二グループとして配置する。施設運用第二グルー

プの職務は，原子炉施設の運用管理及び作業管理に関する業務（施設運

用第一グループ所管業務を除く。），並びに原子炉施設の運転に係る業

務の支援に関する業務を行うことであり，現行保安規定における２グ

ループの職務（発電グループの職務の一部及び運転評価グループの職

務の一部）を引き継ぐ（引き継がない一部の職務については廃止措置段

階への移行に伴い削除する。）。 
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d. 保全・工事部 

発電所組織のうち，保全・工事部内の変更については以下のとおり。 

主に原子炉施設の施設管理の総括，電子通信設備の運用を実施する

箇所として，保全計画グループを配置する。保全計画グループの職務は，

原子炉施設の施設管理の総括及び電子通信設備の運用に関する業務を

行うことであり，現行保安規定における保全総括グループの職務の一

部を引き継ぐ。 

主に直営作業の実施計画，プログラム作成，実施管理を実施する箇所

として，直営グループを配置する。直営グループの職務は，原子炉施設

の施設管理（直営）に関する業務を行うことであり，現行保安規定にお

ける保全総括グループの職務の一部を引き継ぐ。 

機械設備の施設管理を一元的に実施する箇所として，機械グループ

を配置する。機械グループの職務は，原子炉施設のうち機械設備（廃棄

物処理設備及びサイトバンカ含む。）に係る施設管理に関する業務を行

うことであり，現行保安規定における３グループの職務（機械第一グル

ープの職務の全部，機械第二グループの職務の全部及び環境施設グル

ープの職務の一部）を引き継ぐ。 

電気設備の施設管理を一元的に実施する箇所として，電気機器グル

ープを配置する。電気機器グループの職務は，原子炉施設のうち電気設

備（廃棄物処理設備及びサイトバンカ含む。）に係る施設管理に関する

業務を行うことであり，現行保安規定における３グループの職務（電気

機器第一グループの職務の全部，電気機器第二グループの職務の全部

及び環境施設グループの職務の一部）を引き継ぐ。 

計測制御設備の施設管理を一元的に実施する箇所として，計測制御

グループを配置する。計測制御グループの職務は，原子炉施設のうち計
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測制御設備（廃棄物処理設備及びサイトバンカ含む。）に係る施設管理

に関する業務を行うことであり，現行保安規定における２グループの

職務（計測制御グループの職務の全部及び環境施設グループの職務の

一部）を引き継ぐ。 

現行保安規定において保全部内に配置している原子炉プロジェクト

グループの職務は，原子炉内部構造物に係る施設管理及び原子炉施設

の高経年化に関する技術評価の総括に関する業務を行うことであり，

廃止措置段階への移行に伴い削除する。 

現行保安規定において保全部内に配置している改良工事プロジェク

トグループの職務は，原子炉施設のうち大型の改良工事に関する業務

を行うことであり，主に大型の改良工事に伴う設計検討，工事計画・管

理，安全対策の検討及び工事計画を実施している。廃止措置段階におい

ては，このうち安全対策の検討及び工事計画に加え，廃止措置に関わる

新たな業務のうち，主に解体撤去工事計画，廃棄物処理設備等の工事計

画を実施する箇所として，廃炉工事計画グループとして配置する。廃炉

工事計画グループの職務は，廃炉工事計画及び安全対策工事・廃棄物処

理設備等の工事計画に関する業務を行うことであり，現行保安規定に

おける改良工事プロジェクトグループの職務の一部を引き継ぐ（引き

継がない一部の職務については廃止措置段階への移行に伴い削除す

る。）。 

 

以 上 
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意
識
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
活
動
並
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育

成
及
び
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
統
轄
す
る
。
ま
た
，
保
安
に
関
す
る
組

織
（
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
含
む
。
）
か
ら
適
宜
報
告
を
求
め
，
｢ト

ラ
ブ
ル
等
の
報
告
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣に

基
づ
き
，
原
子
力
安
全
を
最
優
先
し
必

要
な
指
示
を
行
う
。

 

（
１
）
社
長
は
，
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
，
管
理
責
任
者
を
指
揮

し
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
，
実
施
，
維
持
，
改
善
に
関

し
て
，
保
安
活
動
を
統
轄
す
る
と
と
も
に
，
関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の

遵
守
の
意
識
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
活
動
並
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育

成
及
び
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
統
轄
す
る
。
ま
た
，
保
安
に
関
す
る
組

織
（
廃
止
措
置
主
任
者
を
含
む
。
）
か
ら
適
宜
報
告
を
求
め
，
｢
ト
ラ
ブ

ル
等
の
報
告
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣に

基
づ
き
，
原
子
力
安
全
を
最
優
先
し
必
要

な
指
示
を
行
う
。

 

（
２
）
内
部
監
査
室
長
は
，
管
理
責
任
者
と
し
て
，
品
質
保
証
活
動
に
関

わ
る
監
査
を
統
括
管
理
す
る
。
ま
た
，
関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守

の
意
識
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
活
動
並
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
及

び
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
統
括
す
る
（
内
部
監
査
室
に
限
る
。
）
。

 

（
２
）
（
変
更
な
し
）

 

（
３
）
福
島
第
二
原
子
力
監
査
グ
ル
ー
プ
は
，
品
質
保
証
活
動
の
監
査
を

行
う
。

 
（
３
）
（
変
更
な
し
）

 

（
４
）
原
子
力
・
立
地
本
部
長
は
，
管
理
責
任
者
と
し
て
，
原
子
力
安

全
・
統
括
部
，
原
子
力
運
営
管
理
部
，
原
子
力
設
備
管
理
部
，
原
子
燃
料

サ
イ
ク
ル
部
，
原
子
力
人
財
育
成
セ
ン
タ
ー
，
原
子
力
資
材
調
達
セ
ン
タ

ー
の
長
及
び
所
長
を
指
導
監
督
し
，
原
子
力
業
務
を
統
括
す
る
。
ま
た
，

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
意
識
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
活
動
並

び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
及
び
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
統
括
す
る

（
内
部
監
査
室
を
除
く
。
）
。

 

（
４
）
原
子
力
・
立
地
本
部
長
は
，
管
理
責
任
者
と
し
て
，
原
子
力
安

全
・
統
括
部
，
原
子
力
運
営
管
理
部
，
原
子
力
設
備
管
理
部
，
原
子
燃
料

サ
イ
ク
ル
部
，
廃
止
措
置
室
，
原
子
力
人
財
育
成
セ
ン
タ
ー
，
原
子
力
資

材
調
達
セ
ン
タ
ー
の
長
及
び
所
長
を
指
導
監
督
し
，
原
子
力
業
務
を
統
括

す
る
。
ま
た
，
関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
意
識
を
定
着
さ
せ
る

た
め
の
活
動
並
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
及
び
維
持
す
る
た
め
の
活

動
を
統
括
す
る
（
内
部
監
査
室
を
除
く
。
）
。
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第
１
表

 
廃
止
措
置
に
伴
う
本
社
組
織
及
び
そ
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
（
２
／
２
）

 

 

○
：
廃
止
措
置
に
伴
い
新
た
に
追
加
さ
れ
る
業
務

 

運
転
中
（
変
更
前
）

 
廃
止
措
置
段
階
（
変
更
後
）

 

（
５
）
原
子
力
安
全
・
統
括
部
は
，
管
理
責
任
者
を
補
佐
し
，
原
子
力
・

立
地
本
部
に
お
け
る
安
全
・
品
質
の
管
理
及
び
要
員
の
計
画
，
管
理
に
関

す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
５
）
（
変
更
な
し
）

 

（
６
）
原
子
力
運
営
管
理
部
は
，
原
子
力
発
電
所
の
運
転
及
び
施
設
管
理

に
関
す
る
業
務
（
原
子
力
設
備
管
理
部
所
管
業
務
を
除
く
。
）
を
行
う
。

 
（
６
）
（
変
更
な
し
）

 

（
７
）
原
子
力
設
備
管
理
部
は
，
原
子
力
発
電
設
備
の
改
良
及
び
設
計
管

理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
７
）
（
変
更
な
し
）

 

（
８
）
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
部
は
，
原
子
燃
料
の
調
達
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。

 
（
８
）
（
変
更
な
し
）

 

（
９
）
廃
止
措
置
室
は
，
廃
止
措
置
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
９
）
原
子
力
人
財
育
成
セ
ン
タ
ー
は
，
保
安
教
育
及
び
そ
の
他
必
要
な

教
育
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
１
０
）
（
変
更
な
し
）

 

（
１
０
）
原
子
力
資
材
調
達
セ
ン
タ
ー
は
，
調
達
先
の
評
価
・
選
定
に
関

す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
１
１
）
（
変
更
な
し
）

 

（
１
１
）
廃
棄
物
対
策
グ
ル
ー
プ
は
，
輸
入
廃
棄
物
の
確
認
に
関
す
る
業

務
を
行
う
。

 
（
１
２
）
（
変
更
な
し
）

 

（
１
２
）
輸
送
技
術
グ
ル
ー
プ
は
，
輸
入
廃
棄
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務

を
行
う
。

 
（
１
３
）
（
変
更
な
し
）

 

○
廃
止
措
置
に
係
る
全
体
総
括

 
○
廃
止
措
置
に
係
る
対
外
対
応

 
等
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第
２
表
 
廃
止
措
置
に
伴
う
発
電
所
組
織
及
び
そ
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
（
１
／
７
）
 

 

①
～
㉗
：
組
織
変
更
に
伴
い
移
行
さ
れ
る
業
務
，
○
：
廃
止
措
置
に
伴
い
新
た
に
追
加
さ
れ
る
業
務
，
●
：
廃
止
措
置
に
伴
い
削
除
さ
れ
る
業
務

 

  
 

運
転
中
（
変
更
前
）

 
廃
止
措
置
段
階
（
変
更
後
）

 

（
１
）
所
長
は
，
原
子
力
・
立
地
本
部
長
を
補
佐
し
，
発
電
所
に
お
け
る

保
安
に
関
す
る
業
務
を
統
括
し
，
そ
の
際
に
は
主
任
技
術
者
の
意
見
を
尊

重
す
る
。

 

（
１
）
所
長
は
，
原
子
力
・
立
地
本
部
長
を
補
佐
し
，
発
電
所
に
お
け
る

保
安
に
関
す
る
業
務
を
統
括
し
，
そ
の
際
に
は
廃
止
措
置
主
任
者
の
意
見

を
尊
重
す
る
。

 

（
２
）
所
長
付
は
，
変
更
管
理
の
体
系
及
び
リ
ス
ク
管
理
の
総
括
に
関
す

る
業
務
を
行
う
。

 
（
２
）
（
変
更
な
し
）

 

（
３
）
労
務
人
事
グ
ル
ー
プ
は
，
要
員
の
計
画
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
３
）
（
変
更
な
し
）

 

（
４
）
資
材
グ
ル
ー
プ
は
，
調
達
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
４
）
（
変
更
な
し
）

 

（
５
）
業
務
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
力
業
務
シ
ス
テ
ム
の
運
用
管

理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
５
）
（
変
更
な
し
）
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第
２
表
 
廃
止
措
置
に
伴
う
発
電
所
組
織
及
び
そ
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
（
２
／
７
）
 

 
①
～
㉗
：
組
織
変
更
に
伴
い
移
行
さ
れ
る
業
務
，
○
：
廃
止
措
置
に
伴
い
新
た
に
追
加
さ
れ
る
業
務
，
●
：
廃
止
措
置
に
伴
い
削
除
さ
れ
る
業
務

 

  
 

運
転
中
（
変
更
前
）

 
廃
止
措
置
段
階
（
変
更
後
）

 

（
６
）
安
全
総
括
グ
ル
ー
プ
は
，
事
業
者
検
査
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。

 
（
６
）
安
全
総
括
グ
ル
ー
プ
は
，
事
業
者
検
査
，
原
子
力
安
全
及
び
原
子

力
技
術
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
７
）
品
質
保
証
グ
ル
ー
プ
は
，
品
質
保
証
体
系
の
総
括
に
関
す
る
業
務

を
行
う
。

 
（
７
）
（
変
更
な
し
）

 

（
１
８
）
燃
料
グ
ル
ー
プ
は
，
燃
料
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
当
直
所
管

業
務
を
除
く
。
）
を
行
う
。

 
（
８
）
燃
料
・
輸
送
グ
ル
ー
プ
は
，
燃
料
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行

う
。

 

（
９
）
廃
止
措
置
計
画
グ
ル
ー
プ
は
，
廃
止
措
置
の
計
画
及
び
実
施
の
総

括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

①
事
業
者
検
査
の
総
括
（
検
査
実
施
部
門
へ
の
支
援
等
）

 
等

 

（
８
）
原
子
炉
安
全
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
力
安
全
の
総
括
及
び
原
子
力
技

術
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

②
原
子
力
安
全
に
関
わ
る
技
術
取
り
ま
と
め
窓
口

 
等

 

①
事
業
者
検
査
の
総
括
（
検
査
実
施
部
門
へ
の
支
援
等
）

 
②
原
子
力
安
全
に
関
わ
る
技
術
取
り
ま
と
め
窓
口

 
等

 

○
発
電
所
に
お
け
る
廃
止
措
置
の
計
画
及
び
実
施
の
総
括

 
○
廃
止
措
置
に
係
る
対
外
対
応
（
立
地
地
域
へ
の
説
明
）
支
援

 
等
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第
２
表
 
廃
止
措
置
に
伴
う
発
電
所
組
織
及
び
そ
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
（
３
／
７
）
 

 

①
～
㉗
：
組
織
変
更
に
伴
い
移
行
さ
れ
る
業
務
，
○
：
廃
止
措
置
に
伴
い
新
た
に
追
加
さ
れ
る
業
務
，
●
：
廃
止
措
置
に
伴
い
削
除
さ
れ
る
業
務

 

運
転
中
（
変
更
前
）

 
廃
止
措
置
段
階
（
変
更
後
）

 

（
１
１
）
放
射
線
安
全
グ
ル
ー
プ
は
，
放
射
線
管
理
（
放
射
線
・
化
学
管

理
グ
ル
ー
プ
所
管
業
務
を
除
く
。
）
及
び
環
境
放
射
能
測
定
に
関
す
る
業

務
を
行
う
。

 

（
１
２
）
放
射
線
管
理
グ
ル
ー
プ
は
，
放
射
線
管
理
及
び
環
境
放
射
能
測

定
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
９
）
防
災
安
全
グ
ル
ー
プ
は
，
緊
急
時
の
措
置
の
総
括
及
び
初
期
消
火

活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
１
０
）
（
変
更
な
し
）

 

（
１
０
）
防
護
管
理
グ
ル
ー
プ
は
，
周
辺
監
視
区
域
及
び
保
全
区
域
の
管

理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
１
１
）
（
変
更
な
し
）

 

（
１
４
）
廃
止
措
置
除
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
は
，
汚
染
状
況
の
調

査
及
び
除
染
の
計
画
策
定
，
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

③
放
射
線
管
理
（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
管
理
等
）

 
④
平
常
時
の
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 
等

 

③
⑦
放
射
線
管
理

 
④
平
常
時
の
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 
等

 

（
１
２
）
放
射
線
・
化
学
管
理
グ
ル
ー
プ
は
，
化
学
管
理
及
び
作
業
・
工

事
に
係
る
放
射
線
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

⑤
水
質
評
価
・
管
理

 
⑥
放
射
性
液
体
・
気
体
廃
棄
物
管
理

 
⑦
放
射
線
管
理
（
管
理
区
域
の
区
域
区
分
管
理
等
）

 
等

 

（
１
３
）
環
境
グ
ル
ー
プ
は
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
管
理
に
関
す
る
業

務
を
行
う
。

 

⑧
放
射
性
固
体
廃
棄
物
管
理

 
⑨
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
降
下
物
の
影
響
を
受
け
た
設
備
・
機
器

等
の
管
理

 
等

 

（
１
３
）
廃
棄
物
管
理
グ
ル
ー
プ
は
，
化
学
管
理
，
放
射
性
廃
棄
物
管

理
，
放
射
性
廃
棄
物
で
な
い
廃
棄
物
の
管
理
及
び
事
故
由
来
放
射
性
物
質

の
降
下
物
の
影
響
を
受
け
た
設
備
・
機
器
等
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行

う
。

 

⑤
水
質
評
価
・
管
理

 
⑥
放
射
性
液
体
・
気
体
廃
棄
物
管
理

 
⑧
放
射
性
固
体
廃
棄
物
管
理

 
⑨
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
降
下
物
の
影
響
を
受
け
た
設
備
・
機
器

等
の
管
理

 
○
放
射
性
廃
棄
物
で
な
い
廃
棄
物
の
管
理

 
等

 

○
汚
染
状
況
の
調
査
に
係
る
現
場
対
応

 
○
汚
染
の
除
去
に
係
る
計
画
策
定
・
管
理
（
作
業
主
管
箇
所
へ
の
支

援
等
）

 
等
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第
２
表
 
廃
止
措
置
に
伴
う
発
電
所
組
織
及
び
そ
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
（
４
／
７
）
 

 

①
～
㉗
：
組
織
変
更
に
伴
い
移
行
さ
れ
る
業
務
，
○
：
廃
止
措
置
に
伴
い
新
た
に
追
加
さ
れ
る
業
務
，
●
：
廃
止
措
置
に
伴
い
削
除
さ
れ
る
業
務

 

 
 

運
転
中
（
変
更
前
）

 
廃
止
措
置
段
階
（
変
更
後
）

 

（
１
４
）
発
電
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
用
管
理
に
関
す
る
業
務

を
行
う
。

 

⑩
予
決
算
管
理
，
委
託
管
理

 
⑪
１
～
４
号
炉
に
係
る
運
転
管
理
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

 
⑫
廃
棄
物
処
理
施
設
等
に
係
る
運
転
管
理
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作

成
 

⑬
廃
棄
物
処
理
施
設
等
に
係
る
作
業
管
理
（
作
業
許
可
票
の
審
査

等
）
 
等

 

（
１
６
）
作
業
管
理
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
業
務

の
う
ち
保
全
作
業
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

⑭
１
～
４
号
炉
に
係
る
作
業
管
理
（
作
業
許
可
票
の
審
査
等
）

 
等

 

（
１
５
）
当
直
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
業
務
（
作
業
管
理
グ

ル
ー
プ
所
管
業
務
を
除
く
。
）
及
び
燃
料
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
を
行

う
。

 

（
１
６
）
当
直
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
業
務
及
び
燃
料
取
扱

い
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
１
７
）
運
転
評
価
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
係
る
業
務
の

支
援
・
評
価
に
関
す
る
業
務
（
発
電
グ
ル
ー
プ
所
管
業
務
を
除
く
。
）
を

行
う
。

 

●
プ
ラ
ン
ト
デ
ー
タ
の
収
集
及
び
分
析

 
⑮
ト
ラ
ブ
ル
対
応

 
等

 

（
１
５
）
総
括
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
施
設
運
用
の
総
括
に
関
す

る
業
務
を
行
う
。

 

⑩
予
決
算
管
理
，
委
託
管
理

 
等

 

（
１
７
）
施
設
運
用
第
一
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
用
管
理
及
び

作
業
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

⑪
１
～
４
号
炉
に
係
る
運
転
管
理
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

 
⑭
１
～
４
号
炉
に
係
る
作
業
管
理
（
作
業
許
可
票
の
審
査
等
）

 
等

 

（
１
８
）
施
設
運
用
第
二
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
用
管
理
及
び

作
業
管
理
に
関
す
る
業
務
（
施
設
運
用
第
一
グ
ル
ー
プ
所
管
業
務
を
除

く
。
）
，
並
び
に
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
係
る
業
務
の
支
援
に
関
す
る
業

務
を
行
う
。

 

⑫
廃
棄
物
処
理
施
設
等
に
係
る
運
転
管
理
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作

成
 

⑬
廃
棄
物
処
理
施
設
等
に
係
る
作
業
管
理
（
作
業
許
可
票
の
審
査

等
）

 
⑮
ト
ラ
ブ
ル
対
応

 
等
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第
２
表
 
廃
止
措
置
に
伴
う
発
電
所
組
織
及
び
そ
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
（
５
／
７
）
 

 
①
～
㉗
：
組
織
変
更
に
伴
い
移
行
さ
れ
る
業
務
，
○
：
廃
止
措
置
に
伴
い
新
た
に
追
加
さ
れ
る
業
務
，
●
：
廃
止
措
置
に
伴
い
削
除
さ
れ
る
業
務

 

  
 

運
転
中
（
変
更
前
）

 
廃
止
措
置
段
階
（
変
更
後
）

 

（
１
９
）
保
全
総
括
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
の
総
括
及

び
電
子
通
信
設
備
の
運
用
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

⑯
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
の
総
括

 
⑰
直
営
作
業
の
実
施
計
画
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
，
実
施
管
理

 
⑱
電
子
通
信
設
備
の
運
用

 
等

 

（
１
９
）
保
全
計
画
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
の
総
括
及

び
電
子
通
信
設
備
の
運
用
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

⑯
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
の
総
括

 
⑱
電
子
通
信
設
備
の
運
用

 
等

 

（
２
０
）
直
営
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
（
直
営
）
に
関

す
る
業
務
を
行
う
。

 

⑰
直
営
作
業
の
実
施
計
画
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
，
実
施
管
理

 
等
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第
２
表
 
廃
止
措
置
に
伴
う
発
電
所
組
織
及
び
そ
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
（
６
／
７
）
 

 

①
～
㉗
：
組
織
変
更
に
伴
い
移
行
さ
れ
る
業
務
，
○
：
廃
止
措
置
に
伴
い
新
た
に
追
加
さ
れ
る
業
務
，
●
：
廃
止
措
置
に
伴
い
削
除
さ
れ
る
業
務

 

運
転
中
（
変
更
前
）

 
廃
止
措
置
段
階
（
変
更
後
）

 

（
２
０
）
機
械
第
一
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
原
子
炉
設
備
に

係
る
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

⑲
原
子
炉
設
備
の
施
設
管
理

 
等

 

（
２
１
）
機
械
第
二
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
タ
ー
ビ
ン
設
備

に
係
る
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

⑳
タ
ー
ビ
ン
設
備
の
施
設
管
理

 
等

 

（
２
２
）
電
気
機
器
第
一
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
電
気
設
備

に
係
る
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
（
電
気
機
器
第
二
グ
ル
ー
プ
所
管
業
務

を
除
く
。
）
を
行
う
。

 

㉑
電
気
設
備
の
施
設
管
理

 
等

 

（
２
３
）
電
気
機
器
第
二
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
電
源
設
備

に
係
る
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

㉒
電
源
設
備
の
施
設
管
理

 
等

 

（
２
４
）
計
測
制
御
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
計
測
制
御
設
備

に
係
る
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

㉓
計
測
制
御
設
備
の
施
設
管
理

 
等

 

（
２
５
）
環
境
施
設
グ
ル
ー
プ
は
，
廃
棄
物
処
理
設
備
及
び
サ
イ
ト
バ
ン

カ
の
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

㉔
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
の
機
械
設
備
の
施
設
管
理

 
㉕
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
の
電
気
設
備
の
施
設
管
理

 
㉖
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
の
計
測
制
御
設
備
の
施
設

管
理
 
等

 

（
２
１
）
機
械
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
機
械
設
備
（
廃
棄
物

処
理
設
備
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
含
む
。
）
に
係
る
施
設
管
理
に
関
す
る
業

務
を
行
う
。

 

⑲
原
子
炉
設
備
の
施
設
管
理

 
⑳
タ
ー
ビ
ン
設
備
の
施
設
管
理

 
㉔
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
の
機
械
設
備
の
施
設
管
理

 
等

 

（
２
２
）
電
気
機
器
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
電
気
設
備
（
廃

棄
物
処
理
設
備
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
含
む
。
）
に
係
る
施
設
管
理
に
関
す

る
業
務
を
行
う
。

 

㉑
電
気
設
備
の
施
設
管
理

 
㉒
電
源
設
備
の
施
設
管
理

 
㉕
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
の
電
気
設
備
の
施
設
管
理

 
等

 

（
２
３
）
計
測
制
御
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
計
測
制
御
設
備

（
廃
棄
物
処
理
設
備
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
含
む
。
）
に
係
る
施
設
管
理
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

㉓
計
測
制
御
設
備
の
施
設
管
理

 
㉖
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
サ
イ
ト
バ
ン
カ
の
計
測
制
御
設
備
の
施
設

管
理

 
等
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第
２
表
 
廃
止
措
置
に
伴
う
発
電
所
組
織
及
び
そ
の
職
務
の
移
行
に
つ
い
て
（
７
／
７
）
 

 

①
～
㉗
：
組
織
変
更
に
伴
い
移
行
さ
れ
る
業
務
，
○
：
廃
止
措
置
に
伴
い
新
た
に
追
加
さ
れ
る
業
務
，
●
：
廃
止
措
置
に
伴
い
削
除
さ
れ
る
業
務

 

 

運
転
中
（
変
更
前
）

 
廃
止
措
置
段
階
（
変
更
後
）

 

（
２
６
）
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
，
保
全
革
新
業
務

の
推
進
及
び
各
設
備
点
検
結
果
の
評
価
並
び
に
系
統
信
頼
性
に
関
す
る
技

術
検
討
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
２
４
）
（
変
更
な
し
）

 

（
２
７
）
原
子
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
内
部
構
造
物
に

係
る
施
設
管
理
及
び
原
子
炉
施
設
の
高
経
年
化
に
関
す
る
技
術
評
価
の
総

括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
２
８
）
改
良
工
事
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち

大
型
の
改
良
工
事
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
２
９
）
土
木
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
土
木
設
備
に
係
る
施

設
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
２
６
）
（
変
更
な
し
）

 

（
３
０
）
建
築
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
建
築
設
備
に
係
る
施

設
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 
（
２
７
）
（
変
更
な
し
）

 

（
３
１
）
発
電
所
各
グ
ル
ー
プ
は
，
第
３
条

8
.
2.
4
で
要
求
さ
れ
る
検
査

の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
，
本
項
の
業
務
以
外
に
，
他
組
織
の
職
務
に

係
る
検
査
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
２
８
）
（
変
更
な
し
）

 

●
原
子
炉
内
部
構
造
物
の
施
設
管
理

 
●
原
子
炉
施
設
の
高
経
年
化
に
関
す
る
技
術
評
価
の
総
括

 
等

 

●
大
型
の
改
良
工
事
に
伴
う
設
計
検
討
，
工
事
計
画
・
管
理

 
㉗
安
全
対
策
の
検
討
及
び
工
事
計
画

 
等

 

（
２
５
）
廃
炉
工
事
計
画
グ
ル
ー
プ
は
，
廃
炉
工
事
計
画
及
び
安
全
対
策

工
事
・
廃
棄
物
処
理
設
備
等
の
工
事
計
画
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
廃
止
措
置
に
伴
い
削
除
）

 

○
解
体
撤
去
工
事
計
画

 
㉗
安
全
対
策
の
検
討
及
び
工
事
計
画

 
○
廃
棄
物
処
理
設
備
等
の
工
事
計
画

 
等
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- 別紙 1－1 - 

保
安
規
定
第
５
条
（
保
安
に
関
す
る
職
務
）

 
施
設
運
用
部
各
グ
ル
ー
プ
の
職
務
の
記
載
に
つ
い
て
 

 

現
在
変
更
認
可
申
請
中
の
保
安
規
定
第
５
条
（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
に
お
け
る
施
設
運
用
部
各
グ
ル
ー
プ
の
職
務
の
記
載
に
つ
い
て
，
明

確
に
す
る
目
的
で
再
度
検
討
し
た
結
果
，
以
下
の
と
お
り
各
グ
ル
ー
プ
の
職
務
の
記
載
に
つ
い
て
補
正
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

補
正
前

 
補
正
後

 

第
５
条
（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

（
中
略
）

 

２
．
保
安
に
関
す
る
職
務
の
う
ち
，
発
電
所
組
織
の
職
務
は
次
の
と

お
り
。

 

（
中
略
）

 

（
１
５
）
総
括
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
用
管
理
の
総
括
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。

 （
中
略
）

 

（
１
７
）
施
設
運
用
第
一
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
用
管
理

及
び
運
転
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

 （
１
８
）
施
設
運
用
第
二
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関

す
る
業
務
（
当
直
所
管
業
務
を
除
く
。）

及
び
運
用
管
理
に
関
す

る
業
務
（
施
設
運
用
第
一
グ
ル
ー
プ
所
管
業
務
を
除
く
。）

を
行

う
。

 

（
以
下
略
）

 

第
５
条
（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

（
中
略
）

 

２
．
保
安
に
関
す
る
職
務
の
う
ち
，
発
電
所
組
織
の
職
務
は
次
の
と

お
り
。
 

（
中
略
）

 

（
１
５
）
総
括
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
用
管
理
施
設
運
用

の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
中
略
）

 

（
１
７
）
施
設
運
用
第
一
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
用
管
理

及
び
運
転
支
援
作
業
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
１
８
）
施
設
運
用
第
二
グ
ル
ー
プ
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関

す
る
業
務
（
当
直
所
管
業
務
を
除
く
。）

及
び
運
用
管
理
及
び
作

業
管
理
に
関
す
る
業
務
（
施
設
運
用
第
一
グ
ル
ー
プ
所
管
業
務

を
除
く
。
）
，
並
び
に
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
係
る
業
務
の
支
援

に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

（
以
下
略
）
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1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）

第４章「廃止措置管理」のうち，第１１条「原子炉施設の運転員の確保」の規定内

容について説明する。 

 

2. 廃止措置段階における運転員の体制について 

現在変更認可申請中の保安規定は，廃止措置段階のうち解体工事準備期間の保安

のために必要な措置を定めたものであり，当該期間中は，使用済燃料プールに使用

済燃料を貯蔵している。使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵している期間は，使

用済燃料プールの冷却を維持する必要があることから，現行の保安規定における

「冷温停止，燃料交換の場合」から運転員の人数を変更しない。具体的には，１班

３名以上の人数をそろえ，５班以上編成した上で２交替勤務を行わせる。また３名

以上のうち１名は当直長として，包括的な業務管理を行う。 

廃止措置段階での運転員の業務については，使用済燃料プールの監視，巡視，定

例試験等が主であり，中央制御室における監視体制について運転中から変更はなく，

第１図に示すとおりに運用する。 

巡視時の中央制御室における監視体制については，運転員１名が巡視を行ってい

る間，残る運転員が監視を行い，当直長は責任者の立場として俯瞰的に中央制御室

全体を監視する。定例試験時の中央制御室における体制については，運転員２名で

定例試験を実施し，当直長は責任者の立場として俯瞰的に中央制御室全体を監視す

る等，巡視時や定例試験時の体制においても運転中から変更はない。 
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第１図 １／２号炉，３／４号炉の中央制御室監視体制図 

 

以 上 
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- 1 - 

1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」とい

う。）第４章「廃止措置管理」のうち，第１７条「地震・火災等発生時の対応」

の規定に係る補正内容について説明する。 

 

2. 基本的な考え方 

保安規定第１７条における地震終了後及び火災が発生した場合の鎮火後の

損傷有無の確認対象に係る記載については，廃止措置段階に必要となる機能を

維持するために地震・火災等発生時に講ずべき措置の対象施設を明確にする観

点から，廃止措置計画に定める維持すべき原子炉施設に対する措置を記載した

ものであるが，廃止措置段階においても維持すべき原子炉施設に限定すること

なく原子炉施設の損傷有無を確認していくことから，別紙１のとおり，該当箇

所の補正を行う。 

なお，地震終了後及び火災が発生した場合の鎮火後の損傷有無の確認対象の

詳細については，社内規程で明確化する。 

以 上 
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- 別紙 1－1 - 

保
安
規
定
第
１
７
条
（
地
震
・
火
災
等
発
生
時
の
対
応
）
 

地
震
終
了
後
及
び
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
鎮
火
後
の
損
傷
有
無
の
確
認
対
象
に
係
る
記
載
に
つ
い
て
 

 

現
在
変
更
認
可
申
請
中
の
保
安
規
定
第
１
７
条
（
地
震
・
火
災
等
発
生
時
の
対
応
）
に
お
け
る
地
震
終
了
後
及
び
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の

鎮
火
後
の
損
傷
有
無
の
確
認
対
象
に
係
る
記
載
に
つ
い
て
，
以
下
の
と
お
り
補
正
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

補
正
前

 
補
正
後

 

（
地
震
・
火
災
等
発
生
時
の
対
応
）

 

第
１
７
条
 

（
中
略
）

 

（
１
）
震
度
５
弱
以
上
の
地
震
が
観
測

※
１
さ
れ
た
場
合
は
，
地
震
終

了
後
，
維
持
す
べ
き
原
子
炉
施
設

※
２
の
損
傷
の
有
無
を
確
認
す

る
。

 

（
２
）
原
子
炉
施
設
に
火
災
が
発
生
し
た
場
合
は
，
早
期
消
火
及
び

延
焼
の
防
止
に
努
め
，
鎮
火
後
，
維
持
す
べ
き
原
子
炉
施
設

※
２
の

損
傷
の
有
無
を
確
認
す
る
。

 

２
．
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
と
し
て
，
次
の
措
置
を
講

じ
る
。

 

（
１
）
防
災
安
全
Ｇ
Ｍ
は
，
発
電
所
か
ら
消
防
機
関
へ
通
報
す
る
た

め
，
専
用
回
線
を
使
用
し
た
通
報
設
備
を
中
央
制
御
室
に
設
置

す
る

※
３
｡
 

（
中
略
）

 

（
６
）
各
Ｇ
Ｍ
は
，
震
度
５
弱
以
上
の
地
震
が
観
測

※
１
さ
れ
た
場
合

は
，
地
震
終
了
後
維
持
す
べ
き
原
子
炉
施
設

※
２
の
火
災
発
生
の

（
地
震
・
火
災
等
発
生
時
の
対
応
）

 

第
１
７
条
 

（
中
略
）

 

（
１
）
震
度
５
弱
以
上
の
地
震
が
観
測

※
１
さ
れ
た
場
合
は
，
地
震
終

了
後
，
維
持
す
べ
き
原
子
炉
施
設

※
２
の
損
傷
の
有
無
を
確
認
す

る
。
 

（
２
）
原
子
炉
施
設
に
火
災
が
発
生
し
た
場
合
は
，
早
期
消
火
及
び

延
焼
の
防
止
に
努
め
，
鎮
火
後
，
維
持
す
べ
き
原
子
炉
施
設

※
２
の

損
傷
の
有
無
を
確
認
す
る
。
 

２
．
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
と
し
て
，
次
の
措
置
を
講

じ
る
。
 

（
１
）
防
災
安
全
Ｇ
Ｍ
は
，
発
電
所
か
ら
消
防
機
関
へ
通
報
す
る
た

め
，
専
用
回
線
を
使
用
し
た
通
報
設
備
を
中
央
制
御
室
に
設
置

す
る

※
３
２
｡
 

（
中
略
）

 

（
６
）
各
Ｇ
Ｍ
は
，
震
度
５
弱
以
上
の
地
震
が
観
測

※
１
さ
れ
た
場
合

は
，
地
震
終
了
後
維
持
す
べ
き
原
子
炉
施
設

※
２
の
火
災
発
生
の

別紙１ 
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- 別紙 1－2 - 

補
正
前

 
補
正
後

 

有
無
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
を
所
長
及
び
廃
止
措

置
主
任
者
に
報
告
す
る
。

 

（
中
略
）

 

表
１
７
 

設
備
 

数
量
 

化
学
消
防
自
動
車

※
４
 

１
台

※
５
 

泡
消
火
薬
剤
 

(化
学
消
防
自
動
車
保
有
分
を
含
む

) 
 

15
00

リ
ッ
ト
ル
以
上
 

（
中
略
）

 

※
１
：
観
測
さ
れ
た
震
度
は
発
電
所
周
辺
の
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
測

候
所
等
の
震
度
を
い
う
。

 

※
２
：
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。

 

※
３
：
専
用
回
線
，
通
報
設
備
が
点
検
又
は
故
障
に
よ
り
使
用
不
能

と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
た
だ
し
，
点
検
後
又
は
修
復
後
は

遅
滞
な
く
復
旧
さ
せ
る
。

 

※
４
：
40
0
リ
ッ
ト
ル
毎
分
の
泡
放
射
を
同
時
に
２
口
行
う
こ
と
が

可
能
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

 

※
５
：
化
学
消
防
自
動
車
が
，
点
検
又
は
故
障
の
場
合
に
は
，
※
４

に
示
す
能
力
を
有
す
る
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
を
も

っ
て
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

有
無
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
を
所
長
及
び
廃
止
措

置
主
任
者
に
報
告
す
る
。
 

（
中
略
）

 

表
１
７
 

設
備

 
数
量
 

化
学
消
防
自
動
車

※
４
３
 

１
台

※
５
４
 

泡
消
火
薬
剤
 

(化
学
消
防
自
動
車
保
有
分
を
含
む

) 
 

15
00

リ
ッ
ト
ル
以
上
 

（
中
略
）

 

※
１
：
観
測
さ
れ
た
震
度
は
発
電
所
周
辺
の
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
測

候
所
等
の
震
度
を
い
う
。
 

※
２
：
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。

 

※
３
２
：
専
用
回
線
，
通
報
設
備
が
点
検
又
は
故
障
に
よ
り
使
用
不

能
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
た
だ
し
，
点
検
後
又
は
修
復
後

は
遅
滞
な
く
復
旧
さ
せ
る
。

 

※
４
３
：
40
0
リ
ッ
ト
ル
毎
分
の
泡
放
射
を
同
時
に
２
口
行
う
こ
と

が
可
能
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

 

※
５
４
：
化
学
消
防
自
動
車
が
，
点
検
又
は
故
障
の
場
合
に
は
，
※

４
３
に
示
す
能
力
を
有
す
る
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等

を
も
っ
て
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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1. はじめに 

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下「実用炉規則」とい

う。）第８３条，第９２条第３項第１５号（設計想定事象，重大事故等又は大規

模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置に関すること）で求めてい

る。本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」

という。）第１７条の２（電源機能喪失時等の体制の整備）に関連する内容につ

いて説明する。 

 

2. 電源機能喪失時等の体制の整備について 

法令等の整理としては，以下のとおりである。 

廃止措置計画認可に先立つ保安規定変更認可においては，実用炉規則第９２

条第３項にて，廃止措置計画認可の日までに保安規定の変更認可が求められて

おり，廃止措置対象施設に核燃料が存在する間は，第８３条，第９２条第３項

第１５号にて設計想定事象，重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施

設の保全に関する措置に関することを求めている。 

一方，福島第二原子力発電所１～４号炉の廃止措置計画では，使用済燃料貯

蔵設備（以下「使用済燃料プール」という。）の水が全て喪失した場合における

燃料被覆管表面温度の評価を行った結果，福島第二原子力発電所１～４号炉の

使用済燃料の燃料被覆管表面温度は，最高でも１号炉の 322℃である。この燃

料被覆管表面温度においては，原子炉運転中の酸化減肉及び使用済燃料プール

水が全て喪失した後の空気中での酸化減肉を考慮したとしても，クリープ歪は

１年後においても約 0.1 ％であり，クリープ変形による破損は発生せず，燃料

集合体の健全性は保たれる。 

以上を踏まえて，廃止措置段階における電源機能喪失時等の体制の整備とし

ては，使用済燃料プールから冷却水が大量に漏えいし，冷却水が喪失しても，
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使用済燃料の健全性は保たれるが，冷却機能喪失・冷却水喪失時の対応として，

既に講じている緊急安全対策による追加対策の内容を考慮し，使用済燃料プー

ルへ給水する手順・体制を整備する。 

 

3. 電源機能喪失時等の対応の整備内容について 

対応要員については，使用済燃料プールの冷却水が喪失しても，必要な措置

を講じるまでに時間的余裕が十分にあり，使用済燃料プールへの給水は発電所

構内で勤務中の要員及び召集要員で対応する。整備する手順の中で対応要員数

が最大となる海水を水源とした使用済燃料プールへの給水を想定した場合でも，

構内で勤務中の要員（別紙－１）で対応し，その後福島第二原子力発電所構外

（楢葉町，富岡町等）から召集される要員には，十分な余裕があることを確認

している。 

緊急安全対策として，使用済燃料プール冷却系及び既設の補給水系の機能喪

失により，使用済燃料プールを冷却する手段がなくなった場合に備え，消火水，

海水等の水源から水を供給するための消防自動車及びホース等の資機材を配置

し，手順を定め，教育・訓練を実施している。 

また，使用済燃料プールの冷却水が全て喪失したことを想定し，使用済燃料

プールへの給水を実施する手順を定める。 

 

3.1 火山影響等発生時における手順及び体制について 

火山影響等発生により非常用交流動力電源喪失が発生する可能性があるが，

非常用交流動力電源喪失による使用済燃料プールの冷却機能喪失時において

も必要な措置を講じるまでに時間的余裕（使用済燃料プール水温度が 65℃に

達するまでに要する期間は約５日～約７日）が十分にある。したがって，発

電所周辺の火山影響等発生時においても非常用交流動力電源の機能維持は必
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要ない。 

なお，使用済燃料プールの冷却機能及び冷却水喪失時の対応は，3.3 重大事

故等発生時における手順及び体制と同様である。 

 

3.2 内部溢水発生時の対応について 

システム検知（系統に設置されている圧力計，流量計，水位計などのパラ

メータ変化による警報），サンプ検知（床ドレン配管を通って集水されるサン

プ等の水位高警報）等その他の情報により溢水の可能性が生じた場合は，関

係パラメータの変化等により溢水発生の判断を行うとともに，溢水発生個所

を確認し，隔離操作等を行う。 

発生した溢水については，建物サンプ等に流入するため，警報発生時の措

置として隔離操作の対応を行う等の手順を整備している。 

溢水発生の検知，隔離操作等については，運転員の対応となることから，

そのための手順を整備し，教育を実施している。なお，巡視時に使用する照

明器具等の資機材については，巡視用に既に配備している。 

 

3.3 重大事故等発生時における手順及び体制について 

  何らかの要因により使用済燃料プールの冷却機能・給水機能が喪失し，また

は冷却系・給水系の配管損傷による漏えいにより使用済燃料プール水位低下

時に，使用済燃料プールへの給水により燃料集合体を冷却し，放射線を遮へ

いすることができるよう，手順と資機材を整備する。 

 

a. 対応手段と設備の選定 

  使用済燃料プールの冷却機能・給水機能喪失時，冷却系・給水系の配管損

傷に伴う漏えいによる使用済燃料プール水位低下時の対応手段と設備を以下
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に示す。 

 

 (a) 「既設設備のうち燃料プール補給水ポンプを用いた使用済燃料プールへ

の給水」で使用する設備及び水源は，以下のとおり。 

  ○設備 

   ①燃料プール補給水ポンプ 

  ○水源 

   ①復水貯蔵タンク 

 

 (b) 「既設設備のうち(a)以外の設備を用いた使用済燃料プールへの給水」

で使用する設備及び水源は，以下のとおり。 

  ○設備 

   ①復水移送ポンプ 

②純水移送ポンプ 

   ③消火ポンプ 

  ○水源 

   ①復水貯蔵タンク 

   ②純水タンク 

   ③ろ過水タンク 

 

 (c) 「可搬型設備を用いた屋内消火栓を経由した使用済燃料プールへの給

水」で使用する設備及び水源は，以下のとおり。 

○設備 

   ①消防自動車 

  ○水源 
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   ①淡水 

    ア．ろ過水タンク 

   ②海水 

 

 (d) 「可搬型設備を用いた使用済燃料プールへの直接給水」で使用する設備

及び水源は，以下のとおり。 

  ○設備 

   ①消防自動車 

  ○水源 

   ①海水 

 

 (e) 「瓦礫撤去」で使用する設備は，以下のとおり。 

   ①ホイールローダー 

   ②油圧ショベル 
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使用済燃料プールの冷却機能・給水機能喪失時，冷却系の配管損傷に伴う

漏えいによる使用済燃料プール水位低下時の対応フロー図を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事象発生 

使用済燃料プールの周辺環境の把握 

使用済燃料プールへの給水方法の決定 

既設設備のうち燃料プール補給水ポンプを用いた 

使用済燃料プールへの給水 

可搬型設備を用いた屋内消火栓を 

経由した使用済燃料プールへの給水 

可搬型設備を用いた使用済燃料プールへの直接給水 

既設設備のうちその他の設備を用いた 

使用済燃料プールへの給水 
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b. 重大事故等時の対応内容 

(a) 「既設設備のうち燃料プール補給水ポンプを用いた使用済燃料プールへ

の給水」 

  給水手順の概要は，以下のとおり。 

①燃料プール補給水ポンプの健全性を確認する。 

   ②既設の配管を用いて水源の復水貯蔵タンクからの給水ラインを構成し，

給水を開始する。 

   ③使用済燃料プール温度・水位を確認し，給水流量を調整する。 

   ④使用済燃料プール温度・水位を確認し，使用済燃料プール内の燃料集

合体等が冷却状態であることを確認する。 

 

(b) 「既設設備のうち(a)以外の設備を用いた使用済燃料プールへの給水」 

  給水手順の概要は，以下のとおり。 

①給水に用いる設備の優先は復水移送ポンプ，純水移送ポンプ，消火ポ

ンプの順番とする。 

②既設設備（復水移送ポンプ，純水移送ポンプ，消火ポンプ）の健全性

を確認する。 

   ③既設の配管を用いて各水源（復水貯蔵タンク，純水タンク，ろ過水タ

ンク）からの給水ラインを構成し，給水を開始する。 

   ④使用済燃料プール温度・水位を確認し，給水流量を調整する。 

   ⑤使用済燃料プール温度・水位を確認し，使用済燃料プール内の燃料集

合体等が冷却状態であることを確認する。 

 

(c) 「可搬型設備を用いた屋内消火栓を経由した使用済燃料プールへの給

水」 
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  給水手順の概要は，以下のとおり。 

①１台目の消防自動車を号機共通の連結送水口近傍に配置し，ろ過水タ

ンク水源の１号炉側の屋外消火栓のホースを消防自動車まで延伸し，

接続する。 

   ②１台目の消防自動車から号機共通の連結送水口までホースを布設し，

接続する。 

   ③２台目の消防自動車を取水口近傍に配備し，消防自動車から取水口ま

でのホースと消防自動車から防火水槽までのホースを布設する。 

   ④原子炉建屋６階の屋内消火栓のホースを延伸し，使用済燃料プールへ

注水口を投入する。 

   ⑤屋外消火栓から１台目の消防自動車へ給水を開始する。 

⑥１台目の消防自動車を起動し，ろ過水タンクの淡水を使用済燃料プー

ルへ給水する。 

   ⑦淡水（ろ過水タンク）枯渇時は，２台目の消防自動車を起動し，防火

水槽へ海水を給水し，水源を確保する。 

⑧１台目の消防自動車から１号炉原子炉建屋大物搬入口近傍の防火水槽

までホースを布設し，防火水槽へ吸込口を投入する。 

⑨使用済燃料プール温度・水位を確認し，給水流量を調整する。 

⑩使用済燃料プール温度・水位を確認し，使用済燃料プール内の燃料集

合体等が冷却状態であることを確認する。 

 

(d) 「可搬型設備を用いた使用済燃料プールへの直接給水」 

   本手順は，緊急安全対策から拡充した対応手段である。 

   給水手順の概要は，以下のとおり。 

①１台目の消防自動車を各号炉原子炉建屋大物搬入口近傍の防火水槽
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に配置し，消防自動車から防火水槽までのホースと原子炉建屋６階

までのホースを布設する。 

②２台目の消防自動車を取水口近傍に配備し，消防自動車から取水口

までのホースと防火水槽までのホースを布設する。 

③２台目の消防自動車を起動し，防火水槽への海水給水によって水源

を確保し，１台目の消防自動車の起動により防火水槽から使用済燃

料プールへ海水を給水する。  

④使用済燃料プール温度・水位を確認し，給水流量を調整する。 

⑤使用済燃料プール温度・水位を確認し，使用済燃料プール内の燃料

集合体等が冷却状態であることを確認する。 

 

(e) 「瓦礫撤去」 

   瓦礫撤去手順の概要は，以下のとおり。 

① 消防自動車のアクセスルートの確保のため，瓦礫等を撤去する。 
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第１表 重大事故等における対応手段と整備する手順一覧 

想定事象 対応手段 

（優先順位） 

対応設備 使用数量 

（緊急安全対策にお

ける使用数量） 

対応手順 

使用済燃料プー

ルの冷却機能・

給水機能喪失 

 

燃料プール冷却

系・補給系の配

管損傷漏えいに

よる水位低下 

(a)既設設備のう

ち燃料プール補給

水ポンプを用いた

使用済燃料プール

への給水 

 

燃料プール補給

水ポンプ 

１台/プラント 設備操作の

ための手順

書 復水貯蔵タンク １基/プラント 

(b)既設設備のう

ち (a)以外の設備

を用いた使用済燃

料プールへの給水 

復水移送ポンプ １台/プラント 

（１台/プラント） 

津波アクシ

デントマネ

ジメントの

ための手順

書 

純水移送ポンプ １台（１台） 

消火ポンプ １台（１台） 

復水貯蔵タンク １基/プラント 

（１基/プラント） 

純水タンク ２基（２基） 

ろ過水タンク ２基（２基） 

(c)可搬型設備を

用いた屋内消火栓

を経由した使用済

燃料プールへの給

水 

 

消防自動車 ２台（２台） 

ろ過水タンク ２基（２基） 

防火水槽 １基（１基） 

(d)可搬型設備を

用いた使用済燃料

プールへの直接給

水 

 

消防自動車 ２台 

防火水槽 １基 

(e)瓦礫撤去 ホイールローダ

ー 

１台（１台）  

油圧ショベル １台（１台） 
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3.4 大規模損壊発生時における手順及び体制について 

  何らかの要因により使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合においても，使用済燃料プールへ

給水を行い，燃料集合体を冷却するための設備，手順等について説明する。 

  また，初期消火活動で対応が困難な大規模火災が発生した場合の火災延焼防

止を目的とした消火活動の手順等について説明する。 

 

a. 各状況における対応手段と設備の選定 

  何らかの要因により使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合及び初期消火活動で対応が困難な

大規模火災が発生した場合の対応手段を大規模損壊対応手順として選定する。 

  使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用済燃料プールの水位

が異常に低下した時に使用する設備を以下に示す。 

  ・消防自動車 

  ・ろ過水タンク 

 

  初期消火活動で対応が困難な大規模火災の発生時に使用する設備を以下に

示す。 

  ・消防自動車 

 

b. 大規模損壊時の手段 

 (a) 消防自動車を用いた屋内消火栓を経由した使用済燃料プールへの給水 

給水手順の概要は，重大事故等時の対応内容における（ｃ）可搬型設備

を用いた屋内消火栓を経由した使用済燃料プールへの給水と同様である。 
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 (b) 消防自動車を用いた使用済燃料プールへの直接給水 

    給水手順の概要は，重大事故等時の対応内容における（ｄ）可搬型設備

を用いた使用済燃料プールへの直接給水と同様である。 

 

c. 初期消火活動で対応が困難な大規模火災の手順 

   初期消火活動で対応が困難な大規模火災が発生した場合の延焼防止を目

的とした消火活動の手順を整備する。消火完了までは，消防自動車等を用

いて消火活動を継続して行う。 

   消防自動車等による手順の概要は，以下のとおり。 

① 消火ポンプを起動する。 

② 消火栓又は防火水槽から消防自動車までホース等を配置し布設する。 

③ 消防自動車を起動し，放水を開始する。 

④ 放水角度を調整し，延焼防止を実施する。 

以 上
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電源機能喪失時等における対応要員について 

 

本文「3. 電源機能喪失時等の対応の整備内容について」で説明する対応要

員は下表の通り。 

なお，使用済燃料プールの冷却機能及び冷却水喪失が発生した場合には，

各号炉の状態を踏まえ優先順位を決定したうえで，使用済燃料プールへの給

水を実施していく。  

 

対応要員数が最大 

となる対応手段と要員数 

（１プラントあたり） 

発電所構内で勤務中の 

要員数（休日・夜間） 
備考 

海水を水源とした使用済燃料

プールへの給水※ 

 

4 名 
13 名 

※：本文 3.3 

b.(c),(d) に

示す手順 

 

別紙－１ 
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1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）

第４章「廃止措置管理」のうち，第２１条「使用済燃料プールの水位及び水温」の

規定に係る補正内容について説明する。 

 

2. 基本的な考え方 

保安規定第２１条における使用済燃料プールの水位の規定については，廃止措

置計画認可申請書添付書類四「廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，地震,火

災等があった場合に発生することが想定される事故の種類，程度，影響等に関す

る説明書」で想定している燃料集合体の落下事故の条件として，使用済燃料プー

ル水位がオーバーフロー水位付近であることを評価上考慮しているため，施設運

用上の基準とした。廃止措置段階における燃料集合体落下事故が起こる作業は

「照射された燃料に係る作業」に限定され，「照射された燃料に係る作業」を行

っていない場合については，使用済燃料プールの水位を施設運用上の基準として

適用しないものとしていたが，使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵している期

間においては，運転中と廃止措置段階で使用済燃料プールの管理に変わりないこ

とから，別紙１のとおり，該当箇所の補正を行う。 

以 上 
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1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」とい

う。）第６章「放射性廃棄物管理」のうち，第３２条「放射性廃棄物でない廃棄

物の管理」の規定内容について説明する。 

 

2. 基本的な考え方 

管理区域内で生じた廃棄物のうち，「放射性廃棄物でない廃棄物」（以下「Ｎ

Ｒ」という。）として廃棄又は資源として有効利用しようとするものについて

は，「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに関するガ

イドライン」（以下「ガイドライン」という。）に従い，ＮＲであることを判

断し，適切に取り扱うこととされている。 

また，ガイドラインに従い，ＮＲの判断を行う廃棄物の範囲，判断方法，Ｎ

Ｒの取扱い等について，保安規定に定めることとされている。 

このため，ガイドラインに従い，保安規定にＮＲの管理について規定する。 

 

  

79/143



 

- 2 - 

3. ＮＲの適用 

保安規定第３２条「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」におけるＮＲの適用

について，以下に示す。 

 

3.1. ＮＲの判断をしようとするものの範囲 

(1) ガイドラインの規定 

ガイドラインにおいて，ＮＲの判断の対象となる廃棄物は次のとおり規

定されている。 

（ガイドライン） 

１．「放射性廃棄物でない廃棄物」の判断の対象範囲 

本ガイドラインに基づき「放射性廃棄物でない廃棄物」の判断の対象とな

る施設及び廃棄物は以下のとおり。 

１）対象施設 

 原子力施設（製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施

設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設） 

２）対象とする廃棄物 

① 原子力施設において設置された資材等（金属、コンクリート類、ガ

ラスくず、廃油、プラスチック等）であって「放射性廃棄物でない

廃棄物」の判断をしようとするもの 

 汚染のおそれがない管理区域内において設置されたもの 

 汚染のおそれがある管理区域内において設置されたもの 

② 原子力施設において使用された物品（工具類等）であって「放射性

廃棄物でない廃棄物」の判断をしようとするもの 

 汚染のおそれがない管理区域内において使用された物品 

 汚染のおそれがある管理区域内において使用された物品 
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（ガイドライン） 

「管理区域」 

外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密度について主務大臣が告示す

る値を超えるおそれがある場所であって、主務大臣の認可を受けた保安規

定において設定するものをいう。 

＜関連規定＞ 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号、第

１６条第８号 等 

 

「汚染のおそれがない管理区域」 

管理区域のうち、外部放射線に係る線量のみが主務大臣が告示する線量

を超えるおそれがある場所であって、主務大臣の認可を受けた保安規定に

おいて設定するものをいう。 

 

「汚染のおそれがある管理区域」 

管理区域のうち、汚染のおそれがない管理区域以外の場所であって、主

務大臣の認可を受けた保安規定において設定するものをいう。 
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(2) 保安規定の記載 

保安規定第３２条「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」においてＮＲの

判断をしようとするものの範囲に係る記載は，次のとおりとしている。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（放射性廃棄物でない廃棄物の管理） 

第３２条 

 「原子力施設において設置された資材等又は使用された物品であって「核

燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの」

でない廃棄物」（以下「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）の判断をしよ

うとする対象物の範囲は，管理区域内において設置された金属，コンクリー

ト類，ガラスくず，廃油，プラスチック等（以下，本条において「資材等」

という。）及び管理区域内において使用された工具類等（以下，本条におい

て「物品」という。）とする。 

（以下略） 

 

 

上記のとおり，ＮＲの判断をしようとするものの範囲は，次のとおりと

する。 

a. 資材等 

管理区域内において設置された金属，コンクリート類，ガラスくず，

廃油，プラスチック等 

b. 物品 

管理区域内において使用された工具類等 

 

3.2. ＮＲの判断をしようとするものの管理 

ＮＲの判断をしようとするものについて，ＮＲと判断するまでの間，保管場

所の管理区域区分に応じて他の放射性物質に汚染されたもの及び汚染のおそ

れのあるものとの混在防止措置を講じる。 
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ＮＲの判断をしようとするものの混在防止措置を第１表に示す。 

 

3.3. ＮＲと判断する場合の実施事項 

(1) ガイドラインの規定 

ガイドラインにおいて，ＮＲの判断方法は次のとおり規定されている。 

（ガイドライン） 

２．「放射性廃棄物でない廃棄物」の判断方法 

「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値につ

いて（第２次中間報告）」（平成４年６月１８日、原子力安全委員会）及び

「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方について」（平成１

３年７月１６日、原子力安全委員会）（以下「検認のあり方」という。）を

踏まえて、廃棄物の種類に応じ、それぞれ以下に示す方法によって「放射性

廃棄物でない廃棄物」であると判断する。 

 

（１）汚染のおそれがない管理区域において設置された資材等 

適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で、適切に管理

された使用履歴、設置状況の記録等により汚染がないことを判断した場

合は「放射性廃棄物でない廃棄物」とする。 

 

（２）汚染のおそれがある管理区域において設置された資材等 

適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で、適切に管

理された使用履歴、設置状況の記録等により汚染がないことを判断し

た場合は「放射性廃棄物でない廃棄物」とする。 

汚染された資材等については、汚染部位の特定・分離を行った場合に

は、残った汚染されていない部位は「放射性廃棄物でない廃棄物」とす

る。 

当面は、信頼性を高める観点から、適切な測定方法により念のための

放射線測定評価を行い、測定結果が理論検出限界曲線の検出限界値未

満であることを確認する。 

 

（３）汚染のおそれがない管理区域で使用された物品 

適切に管理された使用履歴の記録等により汚染がないことを判断し

た場合は「放射性廃棄物でない廃棄物」とする。 
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（ガイドライン） 

（４）汚染のおそれがある管理区域で使用された物品 

適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で、適切に管理され

た使用履歴の記録等により汚染がないことを判断した場合は「放射性廃棄物

でない廃棄物」とする。 

現時点において使用履歴の記録等が適切に管理されていない物品につい

て、適切な測定方法により放射線測定評価を行い、汚染がないことを確認し

た上で、それ以後に適切な汚染防止対策、使用履歴の記録等の管理が行われ

た場合には、上記と同様に、「放射性廃棄物でない廃棄物」とする。 

当面は、信頼性を高める観点から、適切な測定方法により念のための放射

線測定評価を行い、測定結果が理論検出限界曲線の検出限界値未満であるこ

とを確認する。 

 

「適切な汚染防止対策」の例 

（資材等に係るもののうち（１）に係るもの） 

 汚染のおそれのある区域と汚染のおそれのない区域の壁等によって

区域を区画すること。 

 汚染のおそれのない区域から汚染のおそれのある区域に向かって空

気の流れを確保することによって区域を区画すること（給排気機

能）。 

 放射性物質は、容器等に封入し、取扱い又は貯蔵保管すること。 

 中性子線量測定結果又は放射化計算等に基づき中性子の影響評価を

行うこと。 等 
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（ガイドライン） 

（資材等に係るもののうち（２）に係るもの） 

 核燃料物質によって汚染された物を内包する機器等を開放する場合

は、グリーンハウス、局所排風装置等によって区域を区画すること。 

 保温材等によって核燃料物質によって汚染された物から表面防護を

すること。 

 汚染のおそれのある区域は、建屋の床及び壁面で耐水性を有する塗

装等を施すこと。 

 核燃料物質によって汚染された物を内包する機器等は独立した区画

内に設けるか周辺に堰等を設置することによって区域を区画するこ

と。 

 中性子線量測定結果又は放射化計算等に基づき中性子の影響評価を

行うこと。 

 区域に移動する人及び物に対して出入り管理を行うことによって表

面汚染密度を確認すること。 

 定期的に区域内の表面汚染密度を測定すること。 

 作業工程毎に汚染状況の確認を行うこと。 等 

 

（物品に係るもの） 

 核燃料物質によって汚染された物と直接接触する可能性のある工具

類は養生すること。 

 工事管理要領、物品搬出記録及び区域の測定記録等によって管理す

ること。 等 

 

「適切に管理された使用履歴、設置状況の記録等」 

保安規定、品質保証計画に基づいて適切に管理された記録その他の資

料をいう。 

（例）資材等に係るもの 設計図、配置図、放射線管理測定記録、事故

記録 等 

物品に係るもの  工事管理要領、物品搬出記録、放射線管理測

定記録 等 

  

  

 

 

85/143



 

- 8 - 

（ガイドライン） 

「汚染部位の特定・分離」 

浸透汚染の場合は、汚染部位と想定される部位をはつり等により分離

した上で、適切な測定方法により汚染範囲の評価を行う。さらに、信頼

性を高める観点から、汚染されていない部位についても余裕をもっては

つり等を行う。 

 

「適切な測定方法」 

極めて低いレベルの放射能濃度の測定においては、周辺の自然放射線

の変動等の影響が無視できないことから、バックグラウンド変動を考慮

した理論検出限界曲線の検出限界値未満であることにより評価する必

要がある。また、放射線測定方法については、バックグラウンドの影響

等を十分低減できる場合など、実効性のある適切な方法を選定し実施す

ることが重要である。 
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(2) 保安規定の記載 

a. 資材等 

保安規定第３２条「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」において定義

した資材等をＮＲとする場合の実施事項に係る記載は，次のとおりとし

ている。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（放射性廃棄物でない廃棄物の管理） 

第３２条 

 「原子力施設において設置された資材等又は使用された物品であって「核

燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの」

でない廃棄物」（以下「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）の判断をしよ

うとする対象物の範囲は，管理区域内において設置された金属，コンクリー

ト類，ガラスくず，廃油，プラスチック等（以下，本条において「資材等」

という。）及び管理区域内において使用された工具類等（以下，本条におい

て「物品」という。）とする。 

２．廃棄物管理ＧＭは，管理区域内において設置された資材等又は使用され

た物品を「放射性廃棄物でない廃棄物」と判断する場合は，次の各号に基づ

き実施する。 

（１）第４０条第１項（１）に定める区域において設置された資材等につい

ては，適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で，適切に

管理された使用履歴，設置状況の記録等により汚染がないことを判断

する。 

（２）第４０条第１項（１）に定める区域以外の管理区域において設置され

た資材等については，適切な汚染防止対策が行われていることを確認

した上で，適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等により汚染が

ないことを判断する。 

なお，汚染された資材等について，汚染部位の特定・分離を行った場

合には，残った汚染されていない部位は「放射性廃棄物でない廃棄物」

とすることができる。 

また，適切な測定方法により測定された念のための放射線測定評価

結果が，理論検出限界曲線の検出限界値未満であることを確認する。 

（以下略） 
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以下，第４０条第１項（１）に定める区域を「汚染のおそれのない管

理区域」，第４０条第１項（１）に定める区域以外の管理区域を「汚染の

おそれのある管理区域」という。 

上記において，資材等をＮＲと判断する場合の実施事項は，次のとお

りとする。 

(a) 汚染のおそれのない管理区域において設置された資材等 

i. 適切な汚染防止対策が行われていることの確認 

記録等により適切な汚染防止対策が行われていることを

確認する。 

適切な汚染防止対策及びその確認に用いる記録等の例を

第２表に示す。 

ii. 適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等による汚染が

ないことの判断 

適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等により，汚

染がないことを判断し，ＮＲを判断する。 

適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等は，保安規

定，品質マネジメントシステム計画に基づいて適切に管理さ

れた記録及びその他の資料とする。 

適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等の例を第３

表に示す。 

 

(b) 汚染のおそれのある管理区域において設置された資材等 

i. 適切な汚染防止対策が行われていることの確認 

記録等により適切な汚染防止対策が行われていることを

確認する。 
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適切な汚染防止対策及びその確認に用いる記録等の例を

第２表に示す。 

ii. 適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等による汚染が

ないことの判断 

適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等により，汚

染がないことを判断し，ＮＲを判断する。 

適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等は，保安規

定，品質マネジメントシステム計画に基づいて適切に管理さ

れた記録及びその他の資料とする。 

適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等の例を第３

表に示す。 

iii. 汚染部位の特定・分離 

汚染された資材等について，汚染部位の特定・分離を行っ

た場合には，残った汚染されていない部位はＮＲの判断をし

ようとするものとすることができる。 

汚染部位の特定・分離に当たっては，浸透汚染の場合は，

汚染部位と想定される部位をはつり等により分離した上で，

適切な測定方法により汚染範囲の評価を行う。さらに，信頼

性を高める観点から，汚染されていない部位についても余裕

をもってはつり等を行う。 

iv. 念のための放射線測定評価 

適切な測定方法により念のための放射線測定評価を行い，

測定結果が理論検出限界曲線の検出限界値未満であること

を確認する。 

適切な測定方法としては，極めて低いレベルの放射能濃度
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の測定においては，周辺の自然放射線の変動等の影響が無視

できないことから，バックグラウンド変動を考慮した理論検

出限界曲線の検出限界値未満であることにより評価を行う。 

また，放射線測定方法については，バックグラウンドの影

響等を十分低減できる場合等，実効性のある適切な方法を選

定し実施する。 

念のための放射線測定評価方法を以下に示す。 

(i) 念のための放射線測定評価の考え方 

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の

取扱いに関する報告書」において，念のための放射線測定

評価について次のとおり記載されている。 

（原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに関する報告

書） 

５．「放射性廃棄物でない廃棄物」の判断方法（抜粋） 

（中略） 

２）念のための放射線測定評価 

使用履歴、設置状況等の観点からの判断により、放射性廃棄物ではない

廃棄物として判断した場合であって、当面、より信頼性を高める観点から

念のため放射線測定を行うに当たり、汚染のないことを評価するために

バックグラウンド変動を考慮した理論検出限界曲線を用いて、放射線測

定結果が理論検出限界曲線の検出限界値未満（測定不能領域（理論検出限

界値の減少が緩やかになる領域））であることで評価することが適切であ

る。 

また、放射化汚染に関する評価は、中性子線測定、放射化計算或いは放

射線測定により理論検出限界曲線の測定不能領域で評価することは、適

切である。 

なお、測定に係わる選定、実施方法等は、事前にその妥当性を含めて評

価することが重要である。 
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(ii) サンプリング計画の検討・策定 

上記（ｉ）を踏まえ，測定に係る選定，実施方法等は，

事前にその妥当性を含めて評価することが重要であると

の考え方から，事前に設置・使用場所，形状及び材質等を

考慮したサンプリング計画を検討し，策定する。 

また，「放射性廃棄物でない廃棄物に係る現地測定調査

に関する報告書」（JNES-SS-0705）において，測定を行う際

の考慮事項について次のとおり記載されており，サンプリ

ング計画を策定する際に参考とする。 

サンプリング計画を策定する際に考慮すべき事項を第

４表に示す。 

（放射性廃棄物でない廃棄物に係る現地測定調査に関する報告書） 

６．２ ＮＲ物に係る判断を行う際の考慮事項（抜粋） 

（中略） 

通常の放射能測定においては定量することが目的となるが、本測定は

放射能が検出されないことを確認するものであることから、測定ポイン

ト数は必ずしも多くとる必要はない。汚染の蓋然性を検討しその蓋然性

から最も高そうなポイントを選定することで、汚染の蓋然性の比較的低

い他の部位を包括することができるからである。複数のポイント数は信

頼性を高めることになるが、今回の調査の結果から判断すると、一つのエ

リアに対して数点程度のポイント数で十分であると考えられる。この考

え方は工具類に対しても同様に適用でき、汚染の蓋然性を考慮して測定

ポイントの選定を行うことができると考えられる。 
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(iii) 測定・評価 

 サンプリング方法は，放射性物質による汚染の蓋然性

を考慮して数点を基本とする。 

 使用する放射線測定器は，次の表のとおり材質，性状

を考慮して選択する。 

 

放射線測定器（例） 材質・性状 具体例 

プラスチックシンチ

レーション型検出器 

内部に放射性物質が浸透しない

材質のもの 

金属，ガラス，アクリル，

プラスチック 等 

Ｇｅ半導体検出器 

内部に放射性物質が浸透する材

質のもの 

コンクリート，木材，保温

材 等 

液体・粉末状の固体 
廃油，コンクリート粉末 

等 

 

 測定結果が，理論検出限界曲線の検出限界値未満であ

ることを確認する。 
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b. 物品 

保安規定第３２条「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」において定義

した物品をＮＲとする場合の実施事項に係る記載は，次のとおりとして

いる。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（放射性廃棄物でない廃棄物の管理） 

第３２条 

 「原子力施設において設置された資材等又は使用された物品であって「核

燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの」

でない廃棄物」（以下「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）の判断をしよ

うとする対象物の範囲は，管理区域内において設置された金属，コンクリー

ト類，ガラスくず，廃油，プラスチック等（以下，本条において「資材等」

という。）及び管理区域内において使用された工具類等（以下，本条におい

て「物品」という。）とする。 

２．廃棄物管理ＧＭは，管理区域内において設置された資材等又は使用され

た物品を「放射性廃棄物でない廃棄物」と判断する場合は，次の各号に基づ

き実施する。 

（中略） 

（３）第４０条第１項（１）に定める区域で使用された物品については，適

切に管理された使用履歴の記録等により汚染がないことを判断する。 

（４）第４０条第１項（１）に定める区域以外の管理区域で使用された物品

については，適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で，

適切に管理された使用履歴の記録等により汚染がないことを判断す

る。 

   なお，使用履歴の記録等が適切に管理されていない物品について，適

切な測定方法により放射線測定評価を行い，汚染がないことを確認し

た上で，それ以後に適切な汚染防止対策，使用履歴の記録等の管理が行

われている場合には，「放射性廃棄物でない廃棄物」と判断することが

できる。 

   また，適切な測定方法により測定された念のための放射線測定評価

結果が，理論検出限界曲線の検出限界値未満であることを確認する。 

（以下略） 
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上記について，物品をＮＲと判断する場合の実施事項は，次のとおり

とする。 

(a) 汚染のおそれのない管理区域で使用された物品 

i. 適切に管理された使用履歴の記録等による汚染がないこと

の判断 

適切に管理された使用履歴の記録等により，汚染がないこ

とを判断し，ＮＲを判断する。 

適切に管理された使用履歴の記録等は，保安規定，品質マ

ネジメントシステム計画に基づいて適切に管理された記録

及びその他の資料とする。 

適切に管理された使用履歴の記録等の例を第３表に示す。 

 

(b) 汚染のおそれのある管理区域で使用された物品 

i. 適切な汚染防止対策が行われていることの確認 

記録等により適切な汚染防止対策が行われていることを

確認する。 

適切な汚染防止対策及びその確認に用いる記録等の例を

第２表に示す。 

ii. 適切に管理された使用履歴の記録等による汚染がないこと

の判断 

適切に管理された使用履歴の記録等により，汚染がないこ

とを判断し，ＮＲを判断する。 

適切に管理された使用履歴の記録等は，保安規定，品質マ

ネジメントシステム計画に基づいて適切に管理された記録

及びその他の資料とする。 
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適切に管理された使用履歴の記録等の例を第３表に示す。 

iii. 使用履歴の記録等が適切に管理されていない物品 

使用履歴の記録等が適切に管理されていない物品につい

て，適切な測定方法により放射線測定評価を行い，汚染がな

いことを確認した上で，それ以後に適切な汚染防止対策，使

用履歴の記録等の管理が行われている場合には，ＮＲの判断

をしようとするものにすることができる。なお，放射線測定

評価方法は上記 3.3（2）a．（b）iv．に準じる。 

iv. 念のための放射線測定評価 

念のための放射線測定評価は上記 3.3（2）a．（b）iv．に

示すとおり。 
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3.4. ＮＲと判断されたものの管理 

保安規定第３２条の「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」においてＮＲと判

断されたものの管理は，次のとおりとしている。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（放射性廃棄物でない廃棄物の管理） 

第３２条 

 「原子力施設において設置された資材等又は使用された物品であって「核

燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの」

でない廃棄物」（以下「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）の判断をしよ

うとする対象物の範囲は，管理区域内において設置された金属，コンクリー

ト類，ガラスくず，廃油，プラスチック等（以下，本条において「資材等」

という。）及び管理区域内において使用された工具類等（以下，本条におい

て「物品」という。）とする。 

（中略） 

３．各ＧＭは，「放射性廃棄物でない廃棄物」と判断されたものについては，

管理区域から搬出するまでの間，汚染されたものとの混在防止措置を講じ

る等，所要の管理を行う。 

 

 

上記について，ＮＲと判断された物の管理は，次のとおりとする。 

(1) 保管場所の管理区域区分に応じて他の放射性物質に汚染されたもの及

び汚染のおそれのあるものとの混在防止措置を講じる。 

ＮＲと判断されたものの混在防止措置を第５表に示す。 

 

3.5. 業務フロー 

上記 3.2，3.3及び 3.4に係る業務フローを第１図に示す。 
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4. ＮＲに係るマニュアル 

保安規定第３条「品質マネジメントシステム計画」において保安規定第３２

条「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」の規定に係るマニュアルのうち，原子

力品質保証規程を除いた文書に係る記載は，次のとおりとしている。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（品質マネジメントシステム計画） 

第３条（抜粋） 

4.2 文書化に関する要求事項  

4.2.1 一般  

品質マネジメントシステムの文書として以下の事項を含める。これらの

文書は，保安活動の重要度に応じて作成し，当該文書に規定する事項を実施

する。また，これらの文書体系を図２に，各マニュアルと各条文の関連をｃ）

及びｄ）の表に示す。なお，記録は適正に作成する。 

（中略） 

ｄ）組織内のプロセスの実効的な計画，運用及び管理を確実に実施するため

に，必要と決定した文書及び記録 

①以下の文書 

第３条の 

関連条項 

原子力品質保証

規程の関連条項 
名  称 管理箇所 

第３条以外の 

関連条文 

（中略） 

6.3，6.4,  

7.1，7.2.1,  

7.5，7.6 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

放射性廃棄物管

理基本マニュア

ル 

原子力運営管理

部 

第 31 条，第 32

条，第 34条，第

35 条，第 73 条，

第 74 条 

（中略） 

（以下略） 

  

 

上記について，保安規定第３２条「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」の規

定は，管理区域内で廃棄しようとするものについて，これまで放射性廃棄物と

して取り扱ってきたもののうち，記録等により汚染がないことを判断できるも

のについて，その範囲と判断方法を定めたものである。 
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これを踏まえ，保安規定第６章「放射性廃棄物管理」に記載し，これらにつ

いて「放射性廃棄物管理基本マニュアル」に定めるとともに，当該文書の下位

文書に詳細を定めることとしている。 

また，保安規定第７条「廃止措置保安運営委員会」において，放射性廃棄物

管理に係る記載は次のとおりとしている。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（廃止措置保安運営委員会） 

第７条 

 発電所に廃止措置保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置

する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項

を審議し，確認する。ただし，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項

は，審議事項に該当しない。 

（中略） 

（４）放射性廃棄物管理に関する事項 

（以下略） 

 

 

上記のとおり，放射性廃棄物管理に関する事項については，廃止措置保安運

営委員会において審議し，確認することとしている。 

 

以 上 
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第１表 ＮＲの判断をしようとするものの混在防止措置 

保管場所の管理区域区分 混在防止措置 

汚染のおそれのない管理

区域 

 ＮＲの判断をしようとするものであることが

分かるよう所定の識別表示をする。 

 ＮＲの判断をしようとするもの以外が混在し

ない措置（保管場所の区画，関係者以外の立入

制限等）を講じる。 

汚染のおそれのある管理

区域 

 ＮＲの判断をしようとするものであることが

分かるよう所定の識別表示をする。 

 ＮＲの判断をしようとするもの以外が混在し

ない措置（保管場所の区画，関係者以外の立入

制限等）を講じる。 

 ＮＲの判断をしようとするものに放射性物質

が付着しない措置（シートによる養生や容器

への収納，放射性物質による汚染が持ち込ま

れない措置等）を講じる。 
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第２表 適切な汚染防止対策及びその確認に用いる記録等の例 

項目 管理区域区分 適切な汚染防止対策 主な記録等 

資材等 

汚染のおそれの

ない管理区域 

汚染のおそれのある区域と壁等に

よって区画すること。 
原子炉施設保安規定，機器配置図 

汚染のおそれのある区域に向かっ

て空気の流れを確保し区画するこ

と。 

工事計画認可申請書，機器配置図，系統

設計仕様書，機器設計仕様書 

放射性物質は容器等に封入し貯蔵

保管すること。 
放射性廃棄物の管理に係る記録 

中性子の影響評価（＜6.25μSv/h）

を行うこと。 
中性子の影響評価に係る記録 

汚染のおそれの

ある管理区域 

機器等を開放する場合は，局所排風

機等によって区画すること。 

放射線管理報告書，放射線防護措置，管

理区域区域区分変更依頼・承認書，作業

予定表・防護指示書 

保温材等によって汚染されたもの

から表面を防護すること。 
系統設計仕様書，機器設計仕様書 

建屋の床・壁面に耐水性を有する塗

装等を施すこと。 
系統設計仕様書，機器設計仕様書 

機器等を独立した区画内に設ける

か周辺に堰等を設置することによ

って区画すること。 

放射線管理報告書，放射線防護措置，管

理区域区域区分変更依頼・承認書，機器

配置図 

中性子の影響評価（＜6.25μSv/h）

を行うこと。 
中性子の影響評価に係る記録 

区域に移動する人及び物に対して

出入り管理を行うことによって表

面汚染密度を確認すること。 

搬出物品確認申請書・確認書 

定期的に区域内の表面汚染密度を

測定すること。 

放射線管理月報，定期サーベイ結果報告

書 

作業工程毎に汚染状況の確認を行

うこと。 等 
放射線管理報告書 

物品 

汚染のおそれの

ない管理区域， 

汚染のおそれの

ある管理区域 

核燃料物質によって汚染された物

と直接接触する可能性のある工具

類は養生すること。 

管理区域区域区分変更依頼・承認書，放

射線管理報告書，工事要領書，作業手順

書，工事報告書，委託報告書 

工事要領書，物品搬出記録等によっ

て管理すること。 等 

放射線管理計画書，放射線管理報告書，

作業件名届，搬出物品確認申請書・確認

書，工事要領書，作業手順書 
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第３表 適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等の例 

使用履歴の主な記録等 設置状況の主な記録等 

 放射線管理計画書 

 放射線管理報告書 

 放射線防護措置 

 作業件名届 

 放射線作業調査書 

 身体汚染調査報告書 

 除染連絡票 

 除染作業票 

 管理区域設定要否確認依頼票 

 管理区域（設定・解除）承認書 

 管理区域確認チェックシート 

 管理区域区域区分変更依頼・承認

書 

 区域区分確認チェックシート 

 放射線管理月報 

 汚染のおそれのない管理区域内表

面汚染密度の測定記録 

 定期サーベイ結果報告 

 変動サーベイ記録 

 搬出物品確認申請書・確認書

（Ａ） 

 汚染物品管理表 

 搬出物品確認申請書・確認書

（Ｂ） 

 運転日誌，運転引継日誌 

 作業予定表・防護指示書 

 工事要領書，作業手順書 

 工事報告書，委託報告書 

 

 原子炉施設保安規定 

 工事計画認可申請書 

 工事計画届出書 

 系統設計仕様書 

 機器設計仕様書 

 機器配置図 

 配管計装線図 
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第４表 サンプリング計画を策定する際に考慮すべき事項 

項目 考慮すべき事項 

サンプリング方法 

対象物の材質（放射性物質の内部への浸透の有無）

や性状（液体，粉末状の固体）を踏まえて，試料の

サンプリング方法を決定する。放射性物質が浸透し

ない材質のものは，スミヤろ紙による拭き取り（間

接法）によって，放射線測定評価を行うことができ

る。 

サンプリング単位 

対象となるエリア，対象物の大きさ，数量によって，

測定対象のサンプリング単位を検討する。また，対

象をメッシュで区切る等，測定の対象とする範囲を

決定する。抜き取りによる測定を行う場合には，こ

こで決定した単位の中から抜き取りを行う。 

サンプリングの選定箇

所・数量 

抜き取りでサンプリングを行う場合，放射性物質に

よる汚染の蓋然性の高い箇所を優先的に選定する。

サンプリングの単位による数量が多くなる場合，抜

き取り数量を決める際は JIS Z9015 等の規格を参

考に抜き取り数量を決定することができる。 

測定試料の選定 

体積のある対象物を測定する場合には，対象物によ

る自己遮蔽にも注意してサンプリング試料から測

定用試料を分取する。また，スミヤ試料については，

放射性物質の定量を目的とするわけではないこと

から，サンプリング単位中の表面を広めに（10cm×

10cm以上）採取する。 
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第５表 ＮＲと判断されたものの混在防止措置 

保管場所の管理区域区分 混在防止措置 

汚染のおそれのない管理

区域 

 ＮＲと判断されたものであることが分かるよ

う所定の識別表示をする。 

 ＮＲと判断されたもの以外が混在しない措置

（保管場所の区画，関係者以外の立入制限等）

を講じる。 

汚染のおそれのある管理

区域 

 ＮＲと判断されたものであることが分かるよ

う所定の識別表示をする。 

 ＮＲと判断されたもの以外が混在しない措置

（保管場所の区画，関係者以外の立入制限等）

を講じる。 

 ＮＲと判断されたものに放射性物質が付着し

ない措置（シートによる養生や容器への収納，

放射性物質による汚染が持ち込まれない措置

等）を講じる。 

 念のための放射線測定評価が実施され，結果

が「良」であることが分かるように表示する。 
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＜業務フロー＞ ＜実施内容＞ 

  作業所管ＧＭは，ＮＲ判断に必要な記録等を収

集し，廃棄物管理ＧＭに申請※１。 

 申請条件は，ＮＲの判断をしようとするもの

（以下「ＮＲ対象物」という。）が設置・使用

された場所の管理区域区分等により整理。 

 作業所管ＧＭは，申請したＮＲ対象物が他の放

射性物質に汚染されたもの及び汚染のおそれの

あるものと混在しない措置（養生，区画及び表

示等）を実施。 

 廃棄物管理ＧＭは申請内容を確認し，「適切な

汚染防止対策」，「適切に管理された使用履歴，

設置状況」，「汚染部位の特定・分離」等を記録

等により確認し，ＮＲを判断。 

 ＮＲと判断されたもの（以下「ＮＲ判断物」と

いう。）であることが分かる表示，他の放射性

物質に汚染されたもの及び汚染のおそれのある

ものと混在しない措置（養生，区画及び表示

等）を実施。 

 廃棄物管理ＧＭは，ＮＲ判断物の設置・使用場

所，形状及び材質等を考慮したサンプリング計

画を策定。 

 念のための放射線測定評価が理論検出限界曲線

の検出限界値未満であることを確認し，作業所

管ＧＭに通知。 

 念のための放射線測定評価が実施され，結果が

「良」であることが分かるように表示。 

 作業所管ＧＭは，管理区域外へ搬出。 

 ＮＲ判断物を廃棄又は資源として有効利用。 

 

※１：ＮＲに係る作業従事者（協力企業含む。）に対するＮＲ

の取扱いに係る内容の周知徹底の記録を含む。 

※２：汚染のおそれのない管理区域において設置された資材

等及び使用された物品を除く。 

 

第１図 業務フロー 

 

ＮＲの判断 

【本文 3.3】 

ＮＲ判断物の 

管理 

【本文 3.4】 

ＮＲの申請 

ＮＲ対象物の 

管理 

【本文 3.2】 

念のための 

放射線測定評価※２ 

【本文 3.3】 

搬出・処分 
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1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」とい

う。）第６章「放射性廃棄物管理」のうち，第３３条「事故由来放射性物質の降

下物の影響を受けた設備・機器等の管理」の規定内容について説明する。 

 

2. 基本的な考え方 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉

等規制法」という。）に基づき指定又は許可を受けた事業を行う施設又は設備

において用いた資材その他の物のうち，資源として有効利用しようとするもの

又は産業廃棄物として処分するものについては，「原子力施設における「放射

性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに関するガイドライン」（平成２０・０４・

２１原院第１号）に加え，東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故由来の

放射性物質の降下物（以下「フォールアウト」という。）の影響を考慮した安

全規制上の適切な判断及び取扱いを定めた「東京電力株式会社福島第一原子力

発電所事故に係るフォールアウトによる原子力施設における資材等の安全規

制上の取扱いに関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に従

い，フォールアウトに係る放射性物質の影響を考慮した放射性廃棄物でない廃

棄物（以下「ＮＲ」という。）の判断を行う廃棄物の範囲，判断方法，ＮＲの

取扱い等について，保安規定に定めることとされている。 

また，「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウト

による原子力施設における資材等の安全規制上の取扱いについて」（平成２４

年３月 原子力安全・保安院 放射性廃棄物規制課 原子力安全基盤機構 廃

棄物燃料輸送安全部）（以下「フォールアウト報告書」という。）において，

フォールアウトの影響を考慮したＮＲ判断に当たっては，従来の原子力施設の

管理区域のみならず，原子炉等規制法上の非管理区域（具体的には，設計及び
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工事の方法の認可申請書相当の図書に記載されている設備・機器等）について

もその対象に加え，原子力施設全体を管理・監督している原子炉等規制法の下

で行われていることが適切であるとされている。 

このため，ガイドライン及びフォールアウト報告書に従い，保安規定に事故

由来放射性物質の降下物（以下「降下物」という。）の影響確認及び降下物の

影響を受けた設備・機器等の管理について規定する。 
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3. 降下物の影響確認及び降下物の影響を受けた設備・機器等の管理 

現行保安規定において，降下物の影響を受けた設備・機器等の管理について

は以下のとおり規定している。 

なお，発電所内に設置されている機器等数点の表面汚染密度は持ち出し基

準（アルファ線を放出しない放射性物質として 4Bq/cm2）を超えてはいないも

のの，降下物（Cs-134及び Cs-137）の影響を受けている（別紙参照）。 

したがって，福島第二原子力発電所の立地場所を踏まえて保守的に判断し，

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴うフォールアウトの影響

の有無を判断する測定方法の検討」（JNES-RE-2012-0014，平成２４年７月 独

立行政法人原子力安全基盤機構）におけるフォールアウトの影響が予想され

る場合（施設分類１）のうち「測定を行わず施設全体として影響ありと判断」

に該当するものとして，サンプル測定をせずにフォールアウトの影響がある

施設として取り扱っており，分布調査については規定していない。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・機器等の管理） 

第８８条の２ 

各ＧＭは，原子炉等規制法に基づく工事計画（変更）認可申請書に記載さ

れている設備・機器等を廃棄又は資源として有効利用しようとする際には，

福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質の降下物により汚染されたも

のとして発電所内で適切に管理する。 
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【参考】 

（ガイドライン） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウトによる原

子力施設における資材等の安全規制上の取扱いに関するガイドライン 

（中略） 

２．本ガイドラインの対象範囲 

（１）対象施設 

（中略） 

 ＮＲに係るものは、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料

貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設とする。 

（２）対象とする資材等 

（中略） 

 ＮＲに係るものは、原子炉等規制法に基づき指定又は許可を受け

た事業を行う施設又は設備（以下「原子力施設等」という。）にお

いて用いた資材その他の物（以下「資材等」という。）のうち、資

源として有効利用しようとするもの又は産業廃棄物として処分す

るものとする。 

（中略） 
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（ガイドライン） 

４．フォールアウトを考慮したＮＲの判断 

（１）フォールアウトに係る放射性物質の影響を考慮したＮＲ判断方法 

原子力施設等において用いた資材等は、以下の方法によりフォールアウ

トに係る放射性物質の影響の有無を判断すること。その結果、当該影響が

ないと判断された場合には、ＮＲとして取り扱うことができる。ただし、

当該資材等を原子力施設の管理区域で用いた場合は、以下の方法によりフ

ォールアウトに係る放射性物質の影響がないと判断されることに加えて、

ＮＲガイドラインに基づくＮＲの判断を行う必要がある。 

① フォールアウトに係る放射性物質であるセシウム１３４又はセシウ

ム１３７についてフォールアウト分布調査を行うこと。 

② ①の調査における測定方法については、部屋ごと等適切な範囲に応じ

て、適切な測定（ゲルマニウム半導体検出器を用いた現場測定、ＧＭ

サーベイメータによる直接測定、スミヤ測定等）を実施すること。 

③ フォールアウトに係る放射性物質の影響の有無の判断基準としては、

②の測定結果が検出限界値未満であること。ただし、検出限界値は、

周辺環境のバックグラウンド変動に伴い変動することから、事故前に

測定したバックグラウンドの記録を活用する等の方法によりフォー

ルアウトの影響を無視できるような適切なバックグラウンドを用い

ることとする。  

（以下略） 
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（フォールアウト報告書） 

４－３ 論点に対する検討（抜粋） 

⑤ フォールアウトの影響を考慮したＮＲ判断の方法について 

（中略） 

このように、フォールアウトの影響の有無に係る判断に当たっては、フォ

ールアウト分布調査等を行い、フォールアウトの影響が大きいと考えられ

る地点を選定することとする。この調査により Cs-134 又は Cs-137 が検出

された場合は、上記で選定した地点を中心に⑥の「ＮＲ確認測定（仮称）」

を行う。 

当該調査の結果、Cs-134又は Cs-137が検出されず、フォールアウトの影

響がないと判断できた場合は、ＮＲとして取り扱うことができる。ただし、

調査対象物を管理区域において用いた場合には、従来のＮＲガイドライン

に基づくＮＲの判断を行う必要がある。また、⑥ＮＲ確認測定（仮称）を行

った結果、フォールアウトの影響がないと判断できた場合も同様とする。 

（中略） 

⑥ ＮＲ確認測定（仮称）について 

（中略） 

ただし、上述した方法で 10μSv/年以下を担保できない場合、施設、設備

等の清掃や除染を実施することになると考えられる。これら、ＮＲ確認測定

（仮称）において 10μSv/年以下を担保できなかった対象物、及び、清掃や

除染による放射性セシウムで汚染したもの（清掃等で使用した雑巾等）など

は、事業所内で適切に保管廃棄するか、又は必要な手続き等に則り適切に処

理処分を行う必要がある。 

（中略） 

以上、フォールアウトの影響を考慮したＮＲ判断方法を詳述してきたが、

上記⑤、⑥を踏まえたＮＲ制度運用における判断基準を表２に整理する。ま

た、フォールアウトの影響を考慮したＮＲ判断方法（汚染のおそれのない管

理区域、非管理区域におけるＮＲ判断方法（例））を図８に示す。 
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（フォールアウト報告書） 
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（東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴うフォールアウトの影響

の有無を判断する測定方法の検討） 

４． フォールアウトの分布調査（抜粋） 

（中略） 

４．２ 施設の分類の考え方 

   サンプル測定箇所は、環境モニタリングデータ等の情報に応じた対応を

とることが望ましい。 

   ここでは、フォールアウトによる汚染状況を考慮して、施設を以下の３

つに分類した。それぞれの分類条件を表１に示す。また、分類の概念図を

図４に示す。 

   ①フォールアウトの影響が予想される場合（分類１） 

   ②フォールアウトの影響が否定できない場合（分類２） 

   ③フォールアウトの影響がないと考えられる場合（分類３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

　　　　　　データ区分

施設分類
機器等の汚染状況

and
/or

モニタリングポストの
データ

and
/or

土壌分析のデータ

１
（フォールアウトの影
響が予想される場

合）

除染をしていない機器等の表
面について、フォールアウトと
推定される放射性物質により
表面汚染密度が持ち出し基準
（アルファ線を放出しない放射

性物質として4Bq/cm2）を超え
ることが明らかとなっている。

判断には用いない 判断には用いない

２
（フォールアウトの影
響が否定できない場

合）

上記に該当しない。 and

福島第一原子力発電所事故後（平
成23年3月～7月）のモニタリング
データの変動が平常の変動幅を超
えるか、福島第一原子力発電所事
故の前後（平成23年3月11日までと
7月のデータの比較等）においてモ
ニタリングデータ（平均値）が明らか
に増加している。（但し自然現象等
注によるもので福島第一原子力発
電所事故のフォールアウトによる影
響でないと判断できる場合は除く。）

or

対象とする原子力施設近傍のCs-
137の測定値が過去の測定値の
最大値を超え、その原因が福島
第一原子力発電所事故に由来す
るフォールアウトによるものである
ことが判明している。

３
（フォールアウトの影
響がないと考えられ

る場合）

上記に該当しない。 and 上記に該当しない。 and 上記に該当しない。

注）：降雨、降雪等の自然現象に伴う影響、施設内でのＬ型、Ａ型等の放射性物質の輸送に伴う影響　等

表１　環境モニタリングデータ等による施設の分類
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（東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴うフォールアウトの影響

の有無を判断する測定方法の検討） 

４．３ サンプル測定数について 

（中略） 

  ①フォールアウトの影響が予想される場合（施設分類１）、（図５参照） 

（中略） 

   ・サンプル測定をせずに、フォールアウトの影響がある施設として取扱

うことも可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 施設分類１の場合のフォールアウトの影響の有無の判断フロー 

 

（以下略） 

 

注１）

Ｎｏ Ｙｅｓ

Ｎｏ

Ｙｅｓ

注１）　測定を行わずに施設全体として影響ありと判断する場合である。

注２）　同一性状で汚染されていると考えられる領域とする（屋外と屋内の別、建屋単位、部屋単位等。最小単位は同一区画となる部屋等（グリーンハウ

　　　　ス等の汚染防止対策設備も含む）。屋外についても汚染性状が異なることが明確な場合は分けて考えることができる。）。

注３）　フォールアウト対象核種が検出限界値未満であること（全β 測定で検出限界値以上となったとしても、核種分析の結果Cs-134及び

　　　　Cs-137が検出限界値未満であることにより示すことができる。）。

Ｎｏ

Ｙｅｓ

施設分類１

測定を行わず施設全体として

影響ありと判断

フォールアウトの集まりやすいところについて領域注２）を区分し

その領域ごとに10点以上のサンプル測定を行う。

区分した領域注２）内の

測定結果が

全て検出限界値未満注３）

測定結果が

全て検出限界値未満注３）

建屋ごと、部屋ごと等でより細かな

領域に区分を変更
判断するか

区分した領域注２）ごとに10点以上測定

（前段の測定点も含む）

施設全体として影響あり 当該領域に影響あり 当該領域に影響なし
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今後，ＮＲの判断をするに当たり，降下物の影響評価及び評価後の実施事項に

ついて以下に示す。 

 

3.1. 降下物の影響評価 

(1) ガイドラインの規定 

ガイドラインにおいて，降下物の影響評価は次のとおり規定されている。 

（ガイドライン） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウトによる原

子力施設における資材等の安全規制上の取扱いに関するガイドライン 

（中略） 

４．フォールアウトの影響を考慮したＮＲの判断 

（中略） 

（２）ＮＲ確認測定について 

（１）のフォールアウトの分布調査において、セシウム１３４又はセシ

ウム１３７が検出された場合には、以下の方法によりフォールアウトに係

る放射性物質の影響を判断すること。その結果、当該影響がないと判断さ

れた場合には、ＮＲとして取り扱うことができる。ただし、当該資材等を

原子力施設の管理区域において用いた場合は、以下の方法によりフォール

アウトに係る放射性物質の影響がないと判断されることに加えて、ＮＲガ

イドラインに基づくＮＲの判断を行う必要がある。 

① （１）のフォールアウトの分布調査において、フォールアウトに係る

放射性物質の影響が大きいと考えられる地点を中心にフォールアウ

トの濃度分布を確認し、対象物のＮＲ確認測定を行うこと。 

② ①の測定方法については、対象物の種類、形状等を踏まえて代表点測

定等の適切な測定を実施すること。 

③ ＮＲの判断基準としては、①の測定結果が年間１０マイクロシーベル

ト以下であること。 

④ ③の判断基準を満足できない場合は、施設、設備等の清掃や除染等を

実施し、再度①の測定を行うことができる。 

（以下略） 
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(2) 保安規定の記載 

保安規定第３３条の「事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設

備・機器等の管理」において，降下物の影響評価に係る記載は，次のとお

りとしている。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・機器等の管理） 

第３３条 

各ＧＭは，原子炉等規制法に基づく設計及び工事計画（変更）認可申請書

及び電気事業法に基づく工事計画（変更）認可申請書に記載されている設

備・機器等（以下「設備・機器等」という。）を産業廃棄物として処分又は

資源として有効利用しようとするものとして扱おうとする際には，福島第

一原子力発電所事故由来の放射性物質の降下物※１（以下「降下物」という。）

の影響の評価を廃棄物管理ＧＭに依頼する。 

２．廃棄物管理ＧＭは，第１項の依頼を受けた場合は，降下物の影響を評価

し，その結果を影響の評価を依頼したＧＭに通知する。 

３．各ＧＭは，第２項の評価の結果，降下物の影響が年間１０マイクロシー

ベルト※２を超えると評価された場合は，以下に定める事項を実施する。 

（中略） 

４．各ＧＭは，第２項の評価の結果，降下物の影響が年間１０マイクロシー

ベルト※２以下と評価された場合は，以下に定める事項を実施する。 

（以下略） 

 

 

上記について，降下物の影響評価は次のとおりとする。 

a. 管理区域内の設備・機器等 

(a) ＮＲ判断しようとするものの降下物影響が年間１０マイクロシ

ーベルト以下であることを担保可能かについて第１表の判断基

準により評価し，ＮＲの適用が可能か確認する。 

確認にあたっては，ＮＲの念のための放射線測定評価に準じ

てサンプリング・測定を実施する。 
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なお，測定の結果，検出限界値以上の場合は，降下物（Cs-134，

Cs-137）によるものであることを確認する。 

(b) 降下物の影響が無い場合は，ＮＲ判断する。 

なお，降下物影響確認フローを第１図に示す。 

b. 管理区域外の設備・機器等 

(a) 産業廃棄物等としようとするものの降下物影響が年間１０マイ

クロシーベルト以下であることを担保可能かについて第１表の

判断基準により評価し，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

等の関係法令等に従って，適切に処分又は資源として有効利用

が可能か確認する。 

確認にあたっては，ＮＲの念のための放射線測定評価に準じ

てサンプリング・測定を実施する。 

(b) 降下物の影響が無い場合は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」等の関係法令等に従って，適切に処分又は資源として有効利

用する。 

なお，降下物影響確認フローを第１図に示す。 
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3.2. 評価後の実施事項 

(1) ガイドラインの規定 

ガイドライン及びフォールアウト報告書において，評価後の実施事項は

次のとおり規定されている。 

（ガイドライン） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウトによる原

子力施設における資材等の安全規制上の取扱いに関するガイドライン 

（中略） 

４．フォールアウトの影響を考慮したＮＲの判断 

（中略） 

（２）ＮＲ確認測定について 

（１）のフォールアウトの分布調査において、セシウム１３４又はセシ

ウム１３７が検出された場合には、以下の方法によりフォールアウトに

係る放射性物質の影響を判断すること。その結果、当該影響がないと判断

された場合には、ＮＲとして取り扱うことができる。ただし、当該資材等

を原子力施設の管理区域において用いた場合は、以下の方法によりフォ

ールアウトに係る放射性物質の影響がないと判断されることに加えて、

ＮＲガイドラインに基づくＮＲの判断を行う必要がある。 

① （１）のフォールアウトの分布調査において、フォールアウトに係る

放射性物質の影響が大きいと考えられる地点を中心にフォールアウ

トの濃度分布を確認し、対象物のＮＲ確認測定を行うこと。 

② ①の測定方法については、対象物の種類、形状等を踏まえて代表点測

定等の適切な測定を実施すること。 

③ ＮＲの判断基準としては、①の測定結果が年間１０マイクロシーベル

ト以下であること。 

④ ③の判断基準を満足できない場合は、施設、設備等の清掃や除染等を

実施し、再度①の測定を行うことができる。 

（以下略） 
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（フォールアウト報告書） 

４－３ 論点に対する検討（抜粋） 

⑥ ＮＲ確認測定（仮称）について 

（中略） 

ただし、上述した方法で 10μSv/年以下を担保できない場合、施設、設備

等の清掃や除染を実施することになると考えられる。これら、ＮＲ確認測定

（仮称）において 10μSv/年以下を担保できなかった対象物、及び、清掃や

除染による放射性セシウムで汚染したもの（清掃等で使用した雑巾等）など

は、事業所内で適切に保管廃棄するか、又は必要な手続き等に則り適切に処

理処分を行う必要がある。 

（中略） 

以上、フォールアウトの影響を考慮したＮＲ判断方法を詳述してきたが、

上記⑤、⑥を踏まえたＮＲ制度運用における判断基準を表２に整理する。ま

た、フォールアウトの影響を考慮したＮＲ判断方法（汚染のおそれのない管

理区域、非管理区域におけるＮＲ判断方法（例））を図８に示す。 
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（フォールアウト報告書） 
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(2) 保安規定の記載 

保安規定第３３条「事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・

機器等の管理」において，評価後の実施事項に係る記載は，次のとおりと

している。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・機器等の管理） 

第３３条 

（中略） 

３．各ＧＭは，第２項の評価の結果，降下物の影響が年間１０マイクロシー

ベルト※２を超えると評価された場合は，以下に定める事項を実施する。 

（１）管理区域内の設備・機器等は，降下物により汚染されたものとして管

理区域内で適切に管理する。 

（２）管理区域外の設備・機器等は，降下物により汚染されたものとして発

電所内で適切に管理する。 

４．各ＧＭは，第２項の評価の結果，降下物の影響が年間１０マイクロシー

ベルト※２以下と評価された場合は，以下に定める事項を実施する。 

（１）管理区域内の設備・機器等は，第３２条に基づき放射性廃棄物でない

廃棄物と判断された場合は，産業廃棄物として処分又は資源として有

効利用しようとするものとして扱うことができる。 

なお，各ＧＭは，第２項の評価実施から産業廃棄物として処分又は資

源として有効利用しようとするものとして扱うために運搬するまでの

間，当該設備・機器等は，発電所内で適切に管理する。 

（２）管理区域外の設備・機器等は，産業廃棄物として処分又は資源として

有効利用しようとするものとして扱うことができる。 

なお，各ＧＭは，第２項の評価実施から産業廃棄物として処分又は資

源として有効利用しようとするものとして扱うために運搬するまでの

間，当該設備・機器等は，発電所内で適切に管理する。 

（中略） 

※２：「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウト

による原子力施設における資材等の安全規制上の取扱いについて」

（ＮＩＳＡ－１９７ｃ－１２－１（平成２４・０３・２６原院第１０

号）経済産業省原子力安全・保安院）に定める判断基準 
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上記について，評価後の実施事項は次のとおりとする。 

a. 年間１０マイクロシーベルトを超えると評価される場合 

(a) 管理区域内の設備・機器等 

降下物により汚染されたものとして管理区域内で適切に管理

する。 

(b) 管理区域外の設備・機器等 

降下物により汚染されたものとして発電所内で適切に管理す

る。 

 

b. 年間１０マイクロシーベルト以下と評価される場合 

(a) 管理区域内の設備・機器等 

ＮＲと判断された場合は，発電所外に搬出することができる。

なお，評価実施から搬出までの間，当該設備・機器等は，発電所

内で適切に管理する。 

(b) 管理区域外の設備・機器等 

発電所外に搬出することができる。なお，評価実施から搬出す

るまでの間，当該設備・機器等は，発電所内で適切に管理する。 

 

以 上 
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第１表 ＮＲの適用に係る判断基準 

評価対象核種 年間 10μSvに相当する放射能濃度※１，２ 

Cs-134 100Bq/kg 

Cs-137 100Bq/kg 

※１：原子力施設において用いられた資材及びその他のクリアランス制度にお

ける放射能濃度についての確認等を定めた「工場等において用いた資材

その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防

止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則」

に記載の放射能濃度の基準を準用。 

※２：判断基準の確認に当たっては，確認測定結果の放射能濃度を上表に示す放

射能濃度で除した値の合計が１以下の場合に，判断基準を満足すると評

価する。 
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別紙 

福島第一原子力発電所事故前後における 

福島第二原子力発電所の環境モニタリングデータ等について 

 

１．発電所構内設置機器の汚染状況 

発電所構内設置機器の汚染状況の測定結果（表面汚染密度）は次のとおり。 
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２．モニタリングポスト及び土壌分析のデータ【参考】 

(1) モニタリングポストのデータ（平均値）         単位：nGy/h 

測定年月 

 

測定地点名 

事故前 事故後 

2011年3月 

（3/1～3/10） 

2011年3月 

（3/11～3/31） 

2011年7月 

 

ＭＰ－１ 38 13,353 1,565 

ＭＰ－２ 45  7,481 1,239 

ＭＰ－３ 37 13,695 1,687 

ＭＰ－４ 37  9,950 1,471 

ＭＰ－５ 43  9,368 1,472 

ＭＰ－６ 47  8,693 1,124 

ＭＰ－７ 46  4,513 1,115 

 

(2) 土壌分析のデータ（Cs-137濃度） 

※１：測定前の処理として，加熱機を用いて乾燥させた試料を測定している。 

※２：福島第一原子力発電所事故の影響により加熱機が使用できず，測定前の

処理として，自然乾燥により乾燥させた試料を測定している。 

 

採取年月日 

 

 

採取地点名 

事故前 事故後 

1985年5月27日 

(1978年6月8日～2010年11月9日の最大値) 

(単位：Bq/kg乾※１)  

2012年2月8日 

 

(単位：Bq/kg湿※２)  

敷  地  内 63 3,904 
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1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」とい

う。）第６章「放射性廃棄物管理」のうち，第３４条「放射性液体廃棄物の管理」

の規定に係る補正内容について説明する。 

 

2. 基本的な考え方 

解体工事準備期間中の放射性液体廃棄物の放出量は，復水器冷却水等の量の

減少に伴い，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」の放射性液体廃棄物にお

いて評価しているすべての核種について放出量を減少させることで，原子炉運

転中と海水中の放射性物質の濃度を変えずに放出管理することとしていた。し

かしながら，現実的な評価へ修正するため，以下のとおり対応する。 

「原子炉設置許可申請書 添付書類九」の放射性液体廃棄物において評価し

ている核種のうち，半減期が Co-58（半減期：70.8日）以下の核種については，

原子炉停止後９年の減衰期間を考慮すると無視できる程度の放出量（10-7Bq／

年程度）となることから，別紙１のとおり，これらの核種について除外した放

出量に基づく放出管理目標値に修正する。 

なお，トリチウム（半減期：12.26年）の放出管理の基準値については修正

しない。 

以 上 
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1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」とい

う。）第６章「放射性廃棄物管理」のうち，第３５条「放射性気体廃棄物の管理」

の規定内容の一部について説明する。 

 

2. 基本的な考え方 

解体工事準備期間においては，原子炉の運転を終了していること，原子炉の

運転を停止してから長期間が経過していること，放射性物質によって汚染され

た区域の解体工事を行わないこと，放射性気体廃棄物に必要な放射性廃棄物処

理機能，放出管理機能及び性能を有する設備を維持管理することから，放射性

気体廃棄物の放出量は無視できる程度であり，「発電用軽水型原子炉施設周辺

の線量目標値に関する指針」に基づく放射性気体廃棄物の放出管理目標値は設

定しない。 

放出管理目標値を設定しない場合の保安規定における放射性気体廃棄物の

管理としては，運転中と同様に，適切な頻度で測定を実施し，次の事項を管理

する。また，第１図に放射性気体廃棄物に係る報告フローの概要を示す。 

 排気筒等からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気

中の放射性物質濃度の３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外に

おける空気中の濃度限度を超えないこと。 

 排気筒等において放射性物質濃度（希ガス，よう素 131）が，「発電用

軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」（以下

「測定指針」という。）に定める測定下限濃度未満であること。 

 放射性気体廃棄物を放出する場合は，排気筒モニタを監視し，排気筒等

より放出する。 

以 上 
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1. はじめに 

本資料は，現行の福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規

定」という。）第８章「施設管理」のうち，第１０７条の６「原子炉施設の経年

劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針」の規定内容について説明す

る。廃止措置移行後の保安規定では，本条文は削除されることから福島第二原

子力発電所１～４号炉の長期施設管理方針で定めた施設管理の項目における実

施状況について整理した。 

 

2. 福島第二原子力発電所の長期施設管理方針について 

福島第二原子力発電所１～４号炉については，運転を開始した日以後３０年

を経過する日までに，３０年目の高経年化技術評価を行い，３０年目以降の１

０年間の長期施設管理方針を策定している。また，長期施設管理方針でとりま

とめた施設管理の項目及び実施時期については，現行の保安規定の添付に記載

している。 

各号炉の状況は以下のとおり。 

 運転開始 長期施設管理方針の策定 

１号炉 １９８２年４月２０日 ２０１２年４月２０日 

２号炉 １９８４年２月３日 ２０１４年２月３日 

３号炉 １９８５年６月２１日 ２０１５年６月２１日 

４号炉 １９８７年８月２５日 ２０１７年８月２５日 

 

3. 長期施設管理方針の実施状況について 

福島第二原子力発電所１～４号炉の長期施設管理方針に基づく検査及び評価

は全て完了していることを確認している。（別紙－１ 参照） 

福島第二原子力発電所長期施設管理方針の実施状況一覧を第１表に示す。ま
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た，各号炉の詳細は以下のとおり。 

 (a)１号炉 

１号炉の長期施設管理方針は２０１２年４月２０日に策定され，高経年化

対策の観点から充実すべき施設管理を１２項目抽出している。１２項目の検

査及び評価は保安規定により短期（震災後の復旧活動を含む２０１７年４月

２０日まで）に実施すると定め，２０１７年４月１８日に全ての検査及び評

価を完了している。 

 

 (b)２号炉 

当初の２号炉の長期施設管理方針は２０１４年２月３日に策定され，高経

年化対策の観点から充実すべき施設管理を２項目抽出している。評価は保安

規定により短期（２０１９年２月２日まで）に実施すると定め，１項目は２

０１４年４月２３日に評価が完了している。残りの１項目は高経年化技術評

価の見直しから点検不要と評価し，２０１９年２月２日の長期施設管理方針

の変更を以て完了としている。 

 

 (c)３号炉 

３号炉の長期施設管理方針は２０１５年６月２１日に策定され，新たに高

経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目は抽出されなかったことを

確認している。 

 

 (d)４号炉 

４号炉の長期施設管理方針は２０１７年８月２５日に策定され，新たに高

経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目は抽出されなかったことを

確認している。 
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第１表 福島第二原子力発電所長期施設管理方針の実施状況一覧 

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

１号炉 〇     △ 

▲ 

 

２号炉  〇     ◎ 

△ 

▲ 

３号炉    〇    

 

４号炉      〇  

 

〇：長期施設管理方針策定 

（１号炉：2012.4.20，２号炉：2014.2.3，３号炉：2015.6.21，４号炉：

2017.8.25） 

◎：長期施設管理方針の変更 

（２号炉：2019.2.2） 

△：長期施設管理方針の実施完了 

（１号炉：2017.4.18，２号炉：2019.2.2） 

▲：長期施設管理方針の実施期限 

（１号炉：2017.4.20，２号炉：2019.2.2） 

 

以 上 
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（１） １号炉 長期施設管理方針 

No. 施設管理の項目 完了日 

1 

震災による津波で浸水した復水貯蔵タンク等の腐食（孔

食，隙間腐食）の進展状況については，今後目視点検を

実施して確認する。 

2017 年 4 月 14 日 

2 

震災後未点検の原子炉格納容器内のモジュール型電気ペ

ネトレ－ション等の絶縁特性への影響については，点検

（絶縁抵抗測定，系統機器の動作試験）を実施し，点検

結果に応じて適切な対応を行う。 

2017 年 4 月 17 日 

3 

震災後未点検の原子炉格納容器サプレッションチェンバ

円筒部等の腐食（全面腐食）の進展状況については，今

後目視点検を実施して確認する。 

2017 年 4 月 14 日 

4 

震災による津波で浸水した復水貯蔵タンク等の貫粒型応

力腐食割れの発生・進展状況については，今後目視点検

を実施して健全性を確認する。 

2017 年 4 月 14 日 

5 

震災後未点検の格納容器内の電動弁（交流）用駆動部及

び津波により浸水した屋内設置の電動弁（交流）用駆動

部の絶縁特性への影響については，点検（絶縁抵抗測定，

動作試験）を実施し，点検結果に応じて適切な対応を行

う。 

2017 年 4 月 17 日 

6 

震災後未点検の格納容器内のＫＧＢケーブル等の絶縁特

性への影響については，点検（絶縁抵抗測定，系統機器

の動作試験）を実施し，点検結果に応じて適切な対応を

行う。 

2017 年 4 月 17 日 

別紙－１ 
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No. 施設管理の項目 完了日 

7 

震災後未点検の原子炉格納容器内の端子台等の絶縁物の

絶縁特性への影響については，点検（絶縁抵抗測定，系

統機器の動作試験）を実施し，点検結果に応じて適切な

対応を行う。 

2017 年 4 月 17 日 

8 

震災による津波で浸水した端子台接続（ポリフェニレン

エーテル樹脂）の絶縁物の絶縁特性への影響については，

点検（絶縁抵抗測定，系統機器の動作試験）を実施し，

点検結果に応じて適切な対応を行う。 

2017 年 4 月 17 日 

9 

震災後未点検のサプレッションチェンバ内の温度検出器

（測温抵抗体）の絶縁特性への影響については，点検（絶

縁抵抗測定）を実施し，点検結果に応じて適切な対応を

行う。 

2017 年 3 月 8 日 

10 
震災による影響を確認するため，コンクリートに対する

温度影響を評価する。 
2013 年 6 月 5 日 

11 
震災により浸水した機器の基礎ボルト等について代表部

位を選定し目視点検を実施する。 
2017 年 4 月 14 日 

12 
震災の地震による影響を踏まえ，設備ごとに代表機器を

選定して今後点検を行う。 
2017 年 4 月 18 日 
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（２） ２号炉 長期施設管理方針 

No. 施設管理の項目 完了日 

1 

差圧計装・ほう酸水注入ノズル及び差圧計装・ほう酸水

注入ノズルティの粒界型応力腐食割れについては，電力

共通研究等にて得られた知見を踏まえて点検を実施す

る。 

2019 年 2 月 2 日※１ 

2 

基準地震動Ｓｓによる評価を実施していない機器・経年

劣化事象については，運転開始後３０年（2014 年 2 月 3

日）以降も継続して評価を実施し問題ないことを確認す

る。 

2014 年 4 月 23 日 

※１：高経年化技術評価の見直しから点検不要と評価し，施設管理の項目から

削除した長期施設管理方針の変更日（２０１９年２月２日）を完了日と

している。 

 

（３） ３号炉 長期施設管理方針 

高経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目はなし。 

 

（４） ４号炉 長期施設管理方針 

高経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目はなし。 
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